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会議の顛末

一般質問（６月１５日）

議長（山根政彦）

皆さんおはようございます。

ただいまの出席議員数は１０名です。

定足数に達していますので、これより本日

の会議を開きます。

議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配布のとおり

です。

日程第１

一般質問を行います。

順次質問を許します。８番、中尾理明議員。

議員（中尾理明）

おはようございます。日本共産党の中尾理

明です。傍聴者の皆さん、早朝よりお出かけ

くださいまして、本当にありがとうございま

す。鳥取県の新型コロナウイルス感染症陽性

者は５月２５日の９４人から、以後１００人

を下回り２桁で推移し、減少傾向が続いてい

ます。完全な収束は困難かもしれませんが、

限りなく感染者数が少なくなっていくことを

強く望むものであります。

若桜町では、３回目接種以降、５か月経過

した６０歳以上の方、１８歳以上５９歳まで

の基礎疾患のある方を対象にした４回目接種

の接種券が順次送付され、本日６月１５日よ

り接種が始まります。今回は、ワクチンの在

庫数と今後の配分予定数の合計が、ファイザ

ー社製がモデルナ社製に比べかなり少ないこ

とから、モデルナ社製の利用を高める必要が

あり、町民福祉課・保健センターは接種勧奨

に苦慮されると推測いたしますが、町民の理

解を大切に進められるよう求めるものであり

ます。

さて、６月１２日、日曜日、町の公民館に

て、そらはつながる（低空飛行訓練を考える

会）主催の騒音測定器設置を実現している浜

田市など島根県の取組に学ぶ講演会が行われ、

島根県の西村元浜田市会議員の話に耳を傾け

ました。

１９９４年、平成６年から米軍機の低空飛

行訓練の目撃、苦情が出始まったとのことで

あります。これは、若桜町など鳥取県で低空

飛行訓練が始まった時期と同一です。島根県

西部地域エリア５６７という訓練区域です。

トラックがぶつかるような衝撃で窓ガラスが

壊れるなど住民の怒りの声が広がり、２００

９年に行政が動き、西部の５つの市町が連絡

会を結成。その後、騒音対策協議会に発展し、

県もその後押しをしております。

浜田市では、複数の議員による市長質問を

重ねる中、市長の英断でいち早く騒音測定器

が設置され、そのほかの市町に対しては、県

が市町９か所に設置し貸与しています。こう

した進んだ事例は全国的に少ないと思います

が、住民が力を合わせ、行政が頑張れば必ず

実現できると感じました。

考える会では、昨年は県知事、若桜町長宛

の署名を１３７０筆提出いたしましたが、今

年は市町の声を県に集中するよう、深澤鳥取

市長、東部町長会会長・𠮷田八頭町長に対す

る署名を取り組むことにしています。町民の

方のご理解と、上川町長のご支援を期待する

ものであります。

これより通告に従い、順次質問させていた

だきます。最初の質問は、若桜町の公共交通

と関連事項についてであります。その１つ、

現在運行中の有限会社観光タクシーによる町

内バスデマンド便の令和３年度の利用状況を

伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

町営バスデマンド便の令和３年度の利用状

況を伺いますとの質問でございます。



若桜町公共交通計画に基づき、ドア・ツー・

ドアの移動手段の確保を図るため、令和３年

度より、町営バス・デマンド便を観光タクシ

ー有限会社に委託し、運行を開始しておりま

す。令和３年度の利用実績は２,１１８人で、

それまでＮＰＯ法人による類似の形態で運行

しておりました令和２年度の１,３５９人か

ら７５９人、１.５倍以上増加し、過去最多の

方にご利用をいただきました。

今年度からは、車両体制を１台から２台に

増車し、利用者の利便性向上に努めていると

ころでございます。以上でございます。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

利用は２,１１８人で、それまでの１,３５

９人を大きく上回る数字になっているという

ことで非常に喜んでおります。条件的にとい

いますか、利用料金的にかなり改善されてお

るということも手伝っておるものと推測しま

すけども、引き続き利用が高まることを期待

するものです。

私も一度頼もうと思って、結局断ったんで

すけどね、やっぱり前日からの予約が原則だ

ということで、緊急の場合の当日対応もされ

るとは思うんですけども、やはりタクシーと

すれば、当日必要なときにちゅうこともその

とき感じました。これからの改善点として考

えていただけたらなと思います。

２つ目であります。以前から町の方針とし

て、町営バス定期便諸鹿線の運行中止の意向

が示されてきましたが、このことについては、

諸鹿集落はもちろん沿線集落への理解が必要

であります。周知はどのように図られている

のかお伺いします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

町営バス「諸鹿便」の運行中止の意向が示

されたが、沿線集落の理解が必要であり、周

知はどのように図られているかというご質問

でございます。

町営バス定期便の「諸鹿線」につきまして

は、一般利用客数が少なく、特に近年１日当

たりの利用者が１名から２名という状況であ

りまして、「若桜町公共交通計画」の方向性を

踏まえまして、将来的に定期便からデマンド

便への完全移行を検討する予定としておりま

す。

今年度から若桜学園児童・生徒の利用につ

いては、スクールバスを導入いたしまして、

利便性の向上と効率化を図り、定期便を１日

６便から３便に減便をしているとこでござい

ます。

運行形態の変更や時刻表の改正等を伴うも

のですから、２年前から沿線集落、あかまつ

団地から内町、寺所、馬場、赤松、来見野、

諸鹿の各集落の自治会長さんにお集まりをい

ただきましてご意見を伺って、協議を重ねて

合意をいただいたところでございます。

変更内容につきましては、沿線住民の皆様

に回覧文書で周知を図ったところでございま

す。

今後も、これまでと同様に、沿線集落の皆

さまに現状等を随時報告させていただきまし

て、理解を求めながら見直しを進めてまいり

たいと考えております。以上です。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

ちょっとこれは公共交通体制の年度別計画

素案の一覧表なんですけども、諸鹿線につい

ては令和４年、本年度までとして、その後デ

マンドに切り替わるというふうに、ちょっと



私なりに記憶しておるんですけども、これで

間違いありませんか。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

今、ご紹介にありました運行体制案ですね。

これにつきましては、先だっての常任委員会

のほうでお示しをしたところですけれども、

まだ町としてきっちりとオーソライズしたも

のではございません。

それで、この４月から定期便の減便をして

おりますし、デマンドに移行してきておると

いうことですけれども、その後の利用状況が

どのように、路線バスの路線便、定期便のほ

うの運行状況、運行状況といいますか、利用

状況がどのように推移してきているかってい

うことを見極めながら、再度地元の集落の方

とご協議をさせていただきながら、来年度以

降定期便を完全になくして、その分デマンド

のほうに移行することができるかどうかとい

うところを地元と相談をさせていただきたい

と思っております。以上です。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

じゃあ、常任委員会での、この素案の計画

で私が聞き取ったのと同様の内容だと確認い

たしました。質問しとって繰り返すことはな

いんですけども、やっぱり住民の貴重な足と

なる交通手段でありますので、最後までの住

民の理解を高めていただきますようよろしく

お願いいたします。

３つ目です。町営バス定期便への町民の願

いを受け、町としてドア・ツー・ドアの運行

を目指すとされてきましたが、いつ頃をめど

に具体化されるのか伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

町としてドア・ツー・ドアの運行を、いつ

頃を目途に具体化するのかというご質問でご

ざいます。

ドア・ツー・ドアでの運行につきましては、

現在運行しております町営バスのデマンド便

は、既に町内全域でご利用いただけますし、

吉川地区及び高野・上高野地区におきまして

は運行団体の皆様のご協力をいただきながら、

地域コミュニティタクシーを運行しておりま

して、いずれも利用者から大変好評をいただ

いているところでございます。

今後は、定期便の利用者の減少や、バス停

が遠いなどの利用者の声を考慮いたしまして、

定期便を減便をし、デマンド用の車両を増台

するなど、ドア・ツー・ドアのデマンド便を

充実させていく予定としておるとこでござい

ます。以上です。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

素案段階でのことを申し上げるのは失礼か

と思うんですけども、令和６年までの素案が

出ておりまして、その後を想定しております。

町民の念願であるドア・ツー・ドアの住民の

力強い支えとなるものでありますので、ぜひ

令和６年以後になると思うんですけども、実

現されるよう望むものであります。

次であります。コロナ禍以降、日本交通の

高速バス若桜線は休止状態となっております。

コロナ禍以前は、存続のため運賃の半額助成

による乗車率アップなどの取組がされてきま

したが、今後どのように高速バスの継続をさ

れようと考えておられるのかお伺いします。



議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

ちょっとマスクを取って失礼させていただ

きます。日本交通の高速バス若桜経由便につ

きまして、今後どのように継続をされようと

するのかというご質問でございます。

先ほど中尾議員おっしゃられたとおり、関

西圏との交流人口拡大による地域経済の活性

化や、若桜経由便利用者の乗車率維持による

路線存続ということを目的としまして、平成

２８年度より「若桜町高速バスドロップイン

事業補助制度」というものを創設をしまして、

日本交通が運行する「神戸・大阪線」の若桜

経由の高速バスにおいて、若桜または中原の

バス停で乗降された方を対象に、運賃の半額

助成というものを実施しておりました。

事業を開始した平成２８年度に利用者は年

間で約７,６００人でしたけれども、事業継続

により周知が図られたこともあり、利用者は

年々増加し、令和元年度には年間で約１万人

と非常に多くの方にご利用をいただいたとこ

ろです。

しかしながら、令和２年度からの新型コロ

ナウイルス感染症の拡大に伴いまして、日本

交通の高速バスの運休及び減便が続いており

まして、現在までコロナ前の運行便数に戻っ

ておりません。

若桜経由の便についても同様であります。

日本交通によりますと、若桜経由の便につき

ましては、経済活動の復旧と日本交通高速バ

ス全体の利用者推移を踏まえて再開を検討す

るということでござました。町としましては、

前任者のときに、本社に出向いて運行の再開

を働きかけておりましたけれども、引き続き

まして若桜経由便の復活を働きかけてまいり

たいと考えております。以上です。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

ご存じのとおり、この高速バスへの補助制

度ができて、非常に利用者が増えたというこ

となんですけども、鳥取方面から大阪方面に

行く人はもちろんですけども、逆に大阪の方

からこちらの方に来られる方も多かったとい

うふうに思いますので、あらゆる面でこの便

の存続という、復活といいますか、望まれて

おると思いますので、鋭意進めていただきた

いと思います。

１番目の最後の質問です。町営バス定期便

運行の前提になるのは運転手の確保でありま

す。運転手の成り手不足が社会問題化して久

しくなりますが、これは委託先だけの問題で

はありません。安定的に公共交通を担うバス

運転手の育成に力を注ぐ必要があると考えま

すが、町長の所見を伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

安定的に公共交通を担うバス運転手の育成

に力を注ぐ必要があるが、どのように考える

かというご質問でございます。

運転手の不足というのは、バス業界のみな

らずタクシー、トラック業界を含めて深刻な

問題となっておりますが、人流や物流という

社会的に重要な機能を担っていただいている

分野でありまして、業界のみならず社会全体

で取り組む課題ではないかというふうに考え

ております。

バスに関していいますと、業界として運転

手の確保・育成に努力されていることとは思

いますけれども、基本的には、バスの利用者

が増えて収益が上がり、運転手の労働環境や

待遇の改善が図られなければ、抜本的な解決



にはつながらないのではないかというふうに

考えておりますので、そうした環境づくりに

社会全体で取り組んでいくことが必要だと考

えております。

町といたしましては、バス運転手の確保・

育成を直接支援するということはできません

けれども、運転手不足により町営バスの運行

に支障が及ぶことがないよう、例えば、町内

の公共交通手段を再編して、車両を小型化す

ることで、大型免許がなくても運転手の確保

がしやすくなるようなことがありますし、ま

た、将来的に運行の委託先を集約をして効率

化し、必要な運転手の数を抑えるというよう

なこともあると思います。そういった対応を

考えながら対応していきたいというふうに考

えております。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

町長の最後のところをうまく聞き取れなか

ったので重なるかも分かりませんけども、行

政の仕事としてということになりますと、な

かなか面倒なというふうには思います。

ただ、これは若桜だけの問題でなくて、県

内的にも近隣の市町ですか、同一の課題だろ

うというふうにも思いますので、今後、県的

には県の市長会、町的にいいますと県の町村

会ですか、その辺との中での、この問題を取

り上げていただくなど、連携した取組ができ

ればいいかなと思ったりしますので、その辺

の町長のご所見を伺いたいと思います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

先ほどの答弁の後半が聞き取れなかったと

いうことでした。まずそちらのほうから申し

上げます。改めて申しますと、例えば諸鹿便

につきまして、スクール便を分離して減便を、

路線便を減便するというようなことを申しま

したけれども、そういうことをすることによ

って、車両の小型化ということが可能になり

ますので。

そうしますと、大型免許の保有者っていう

ことが非常に大きなハードルになっているも

んですから、それがなくても運転手が確保で

きるということで、運転手が確保しやすくな

るというのが１つございますし、あとは、現

在運行の委託先を、複数の業者に委託をして

おりますけれども、それを集約をすることに

よって、運転手の数、全体の数というのが少

なくて済むようになると思いますので、そう

することで、必要な運転手の数を抑制するこ

とで、全体として町営バスの運行に支障がな

いような状況がつくれるのではないかという

ことを申し上げました。

それから、今、先ほどありましたように、

県の町村会等と連携してということがござい

ましたので、若桜町のみならず県内の市町村

も同じような問題を抱えていると思いますの

で、そういう国への要望等で連携していける

ように検討してみたいと思います。以上です。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

ありがとうございます。じゃあ、次の大き

な質問に移ります。

２番目の質問は、農家への支援策について

であります。１つ、令和４年２月１日議会運

営委員会で説明された、水稲次期耕作支援事

業による米生産農家への補助金の支給は完了

されたかどうかお伺いします。

議長（山根理明）

答弁を求めます。上川町長。



町長（上川元張）

ご質問にありました「若桜町水稲次期作応

援事業」でございますが、これが完了したか

どうかということでございますけれども、こ

の、申し上げました「若桜町水稲次期作応援

事業」でございますが、これはちょうど私が

就任前に施策化された事業になりますけれど

も、新型コロナウイルス臨時交付金を活用し

た事業としまして、1 月２１日から農家への

周知と交付申請の取りまとめを行い、３月２

５日に各農家の指定された口座に振り込みま

して事業を完了したところでございます。

この事業では、コロナ禍に伴う消費の落ち

込みや米価の下落を受けまして、米の生産農

家の意欲減退や離農を防ぐため、令和４年度

も引き続き営農される稲策農家を対象に、支

援を行ったところでございまして、交付を希

望されなかった農家もございますけど、そう

いった農家を除きまして、該当する農家の９

７％の方に交付したところでございます。以

上でございます。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

希望されない方があったということで、９

７％の方へ補助金が手渡されたということで

安心をしております。次の質問にも関連しま

すけども、非常に今の食料自給率の問題から

してやっぱり少しでも農家の方が意欲を持っ

て米作りなど頑張っていただくという意味で

力になったんじゃないかなというふうに思い

ます。

次に移ります。米価は、３年連続暴落と通

告していました。しかし、よく調べましたら

２年連続ということでありましたので、ここ

で訂正さしていただきます。

２年連続の暴落で米作りをためらう農家も

多いと思われます。今回に限らず同様な米価

下落が続く場合、引き続きの支援が必要では

ないかと考えますが、所見をお伺いします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

米価の下落が続く場合、先ほどの「若桜町

水稲次期作応援事業」のような支援を今年度

以降も継続する必要があると考えるが、所見

を伺うとのご質問でございます。

ここ２年間の県内のＪＡの出荷における概

算金価格や全国的な相対取引価格の推移を見

ましても、米価は２年連続の下落となってお

ります。

県内ＪＡの概算金価格では、主食用米一等

６０キログラム当たりで、平成２９年産から

令和２年産は１万２千円台で推移しておりま

したけれども、昨年令和３年産は１万円台ま

で下落をしております。相対取引価格の推移

から見ましても、令和２年産の米価では６年

ぶりの下落となり、令和３年産におきまして

は、政府が生産調整を強化し始めた平成２７

年ごろの価格帯まで下落をしております。

米の価格につきましては、生産量と消費量

のバランスであったり、コメ市場のニーズな

どにより取引価格が決定をされますけれども、

国の米政策においても、昭和４０年代の米の

過剰問題から、生産調整や転作奨励などが行

われてきた経過もあり、米価安定に向けた取

組もなされております。

ただ、米の需給状況につきましては、今後

も人口減少等により、主食用米の需要は毎年

減少することが見込まれており、また、共働

き世帯や単身世帯の増加に伴う生活習慣の変

化による消費者の米離れ、それからコロナ禍

で外食産業での消費の低下、さらには民間で

の在庫量の増加ということも懸念をされてい

るところでございます。



一方で、水稲農家も、市場ニーズを意識し

た作付をしたり、卸売業者や外食産業などへ

直接販売をするなど、収益性アップに向けた

経営努力もされるケースもあります。

今後も米の価格については厳しいことも予

想されますけれども、水稲農家の支援につい

ては、農家の所得安定状況や作付意欲、そし

て国や県の政策なども注視しながら検討して

いきたいと考えております。以上です。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

この、町長のおっしゃることを十分理解し

ているかどうか分かりませんけども、おおむ

ね理解したというふうに思います。

それで、その上で自分の思いですけども、

よく言われるのは、やっぱり米離れっていい

ますか、やっぱりそういうことを防ぐ手段も

やっぱり考えんと、この問題は根本的には解

決できない問題でもありますので、そういう

町なりの考え方はいかがでしょうか。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

米離れを防ぐ手段ということでございます

けれども、今、そうですね、非常にウクライ

ナの情勢等もありまして、小麦が入手しにく

いとかっていうふうな状況もありますので、

例えばですけれども、その米粉の活用を増や

して、そういう米粉の活用を促すようなこと

をやって、小麦が入らなくてもある程度その

自給率といいますか、高めていけるような取

組っていうのは１つあるのかなと思っており

ます。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

すいません。突然、ちょっと変な質問をし

たのかなと思って反省しております。これは

町だけの努力でできる問題でもありませんし、

やっぱり国段階、県段階での積極的な取組が

求められると思います。

それで、この間の米の価格の暴落の１つの

原因は、需要と供給の関係もあるかも分かり

ませんけども、こういった需給バランスが取

れん場合の暴落に関しては、やっぱり国の積

極的な関与が必要であるというふうに思いま

す。一定量というか、米の価格の安定化が図

れるような市場からの国の買取りとか、そう

いう市場からの隔離が必要だというふうに思

います。そういうことも含めて今後の課題と

して取り組んでいただけたらなというふうに

思います。

２番目の最後の質問です。農林水産省は、

水田直接支払交付金について、今後５年間水

張り、水稲作付が行われなければ令和９年度

以降、交付金対象としないなど、見直しの名

による３つの削減方針を進めようとしており、

関係者の批判が出ていると伝えられています。

この農水省方針について、どのように考え

ておられるのか所見を伺うとともに、併せて

若桜町の農家にどのような影響が考えられる

のかお伺いします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

農林水産省の水田活用の直接支払交付金事

業の見直しについてどのように考えているの

か、また、若桜町の農家にどのような影響が

考えられるのかというご質問でございます。

「水田活用の直接支払交付金」事業といい

ますのは、国が進める米政策の改革の着実な



実行に向け、麦、大豆、飼料用米などの戦略

作物や地域の特色を活かした高収益作物の導

入・定着等を図るため、その農産物を生産す

る農業者に対して、生産面積等に応じて支援

を行う事業でございます。

本町では、町やＪＡ、認定農業者、農業委

員会、県普及所などの代表で組織します、「若

桜町農業再生協議会」で作付ごとの単価設定

や交付事務などの取りまとめを行っておりま

す。

この直接支払交付金事業は、適宜見直しが

なされ、令和４年度に示された事業内容につ

いても、ご質問にあります３つの削減方針と

して、１つ目に「今後５年間で一度も水張り、

米の作付のことですけれども、水張りが行わ

れない農地は交付金の対象から外す」という

こと、それから、２つ目に「飼料用米などの

複数年契約は、２２年産から加算措置の対象

外とする」、それから、３つ目として「多年生

牧草について、収穫のみを行う年については、

１反当たり３万５千円を１万円に減額をす

る」という、この３つの方針が示されており

ます。

本町におきましては、水田活用における推

奨作物として、主食用米を基本としつつも、

この直接支払交付金事業を活用して、４５名

の農家の方が大豆、そば、エゴマ、白ネギ、

ブロッコリーや夏大根などの作物で、水田の

有効活用に向けた作物栽培を継続していると

ころであります。

仮に先ほどの３つの削減方針の中で、１つ

目の「今後５年間で一度も水張りが行われな

ければ交付金は対象外」という見直しがなさ

れれば、水田に戻さなければ交付金が打ち切

られることになりますので、そういった影響

が出てまいります。

このそもそも１つ目の削減方針の趣旨は地

域の水田を区画化して、転作する区画を毎年

変えて地域で転作を循環させる「ブロックロ

ーテーション」を促すのが狙いと言われてお

りますけれども、本町のような山間地の小規

模で分散したほ場には当てはまらず、全国一

律に適用するのは無理があるのではないかと

いうふうに考えております。

ただ、国の方では、生産現場の課題を把握

をしながら進めるとしておりまして、現在、

国の要請によりまして、県内の市町村の農業

再生協議会において、想定される課題整理を

行っている状況であります。今後、現場の課

題認識を踏まえて、恐らく改めて国のほうで

方針を示されると思いますので、そういった

ものを見極めながら対応を検討していく必要

があると考えているところでございます。以

上です。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

町長の答弁おおむね理解させていただきま

した。国の方もこの転作で一生懸命頑張っと

るのに何で今さらこういうことを打ち出して

きて、切り捨てられそうになるというような、

そういう悲鳴みたいな声が上がっているとい

うのを私も聞きまして、今回の質問に立たせ

ていただきました。

どうも国のほうもこういう声が届いている

のかどうか分かりませんけども、若干のその

変更的な動きもあるように何か情報が頭の片

隅にあります。

それで、東京大学の鈴木宣弘さん、この人

は農業問題のエキスパートなんですけども、

ちょっと書いたものを読ませていただきます。

「大局的には、国内の農業生産振興の強化

が、主食用米も飼料用米も麦も大豆も野菜も

牧草も全て含めて、急務なことは誰の目にも

明らかである。そんなときに主食用米を減ら

せと言い、さらに転作は支援すると言ってい

たのに、今度は転作しても支援しないと言い

出した。



作付の支援をカットすると言われたら農家

は立ち行かなくなる。離農が続出し、耕作放

棄地がさらに広がる。国家戦略もなく、人と

しての心もなく、ただ、歳出削減しか見えな

い財政政策こそが最大の国難といってもよか

ろう。海外からの食料と生産資材は高騰し、

調達もままならない食糧危機が始まっている

ときに国内生産振興どころか、国内の農業を

潰してどうやって危機に対処するのか」とい

うことを言っとられますが、本当にこのとお

りであるというふうに思います。

町単独での努力は限界だと思いますし、

県・国へのこうした食料自給率の向上、米農

家への支援が大事だということを申し上げて

次の質問に移らせていただきます。

最後の質問です。インボイス実施に伴うま

ちの対応についてであります。消費税法の改

定により、インボイス、「適格請求書保存方式

制度」が、来年１０月から施行されます。実

施されると、小規模事業者と関係取引先など

に多大な影響が及ぶと伝えられています。

商工会への問い合わせもあると聞きます。

商工会とも連携し、関係者へのサポートが必

要ではないかと考えますが、所見を伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

インボイス制度が来年の１０月から施行さ

れますけれども、商工会とも連携し、関係者

へのサポートが必要ではないかと考えるが、

町長の所見を伺うというご質問でございます。

まず、インボイス制度についてでございま

すけれども、令和元年１０月から消費税が

10％に引き上げられまして、同時に食料品等

の一部について軽減税率制度が実施をされま

した。このような複数税率制度の下で、税の

公平性を担保するため、売り手が買い手に対

して、正確な適用税率や消費税額を伝える手

段として、この令和５年の１０月から「適格

請求書等保存方式」、これを「インボイス制度」

と言っておりますけれども、これが開始をさ

れます。

これによりまして、今後、仕入税額控除を

受けるためには、この「適格請求書発行業者」

として税務署へ登録する必要が生じるなど、

事業者にとっては大きな制度改正であります

ために、国においては、４年間の準備期間を

設けまして、その間にリーフレットの作成や

講師の派遣など制度の周知を図っているとこ

ろでございます。

また、町の商工会では、これまでにインボ

イス制度導入の周知及び広報をはじめ、職員

による相談対応、「適格請求書発行業者」とし

て税務署の登録を受ける事務手続のサポート

等に取り組んでおられまして、本年度は税理

士を講師としたセミナーや個別相談会の実施

等を計画していると伺っているところでござ

います。

本町といたしましては、商工会と連携して、

広報など支援できることがあれば検討してま

いりたいと考えているところでございます。

以上です。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

私も商工会に伺って窓口の方のお話を聞き

ましたけども、取引先から、このたびの税制

の改正で仕入税額控除をするためには、相手

先に課税業者になってほしいというような依

頼も届いているという、その業者の皆さんか

らの声が届いているということも聞きました。

大手の会社、あるいは中規模の会社なんか

は切実な課題ではあろうと思いますけども、

それが中小零細の小規模の事業者にとって、

どうなのかということを私は思うわけです。

商工会の会員数が１１３って聞きましたけ



ども、定款会員を含めると１２３ということ

なんですけども、恐らく圧倒的多くの方は、

小規模事業者に入るんじゃないかなと思って

おります。

財務省の調査試算で１,０００万円以下の

免税業者、小規模事業者は４８０万者、うち

財務省が想定した数字ですけども、そのうち

１６０万者がインボイス登録事業者となると

想定試算しておるようであります。そのほか

４８０万者のほかにフリーランスなど４００

万人前後の対象者があるというふうに言われ

ております。

それで、私は先ほど申し上げました小規模

事業者に影響があるんじゃないかと懸念して

おることについて、若干述べさせていただき

ますと、こういう税制改正で、国のほうとし

ては課税業者が増えればその税収が増えてく

るということを計算しておりまして、年間平

均売上げが５５０万のところは、平均粗利益

率の 28％で、税率を 10％として計算した１者

当たりの税額は１５万４千円ということで、

課税業者となった中小の方のことなんですけ

ども、年間１５万４千円の支払いをせないけ

んようになると。

この数字が多いか少ないかちゅう見方は分

かれるかも分かりませんけども、やっぱり四

苦八苦して頑張っておられる事業者にとって

は、かなりの増税ではないかというふうに私

は思います。

それで、インボイスの登録をしないという

判断をしたら、早速、小規模事業者の皆さん

はいろいろな問題点があるというふうに聞い

ておりまして、１つは取引先からインボイス

登録を要請され、それに応じなければ、消費

税相当分を値引きするよう求めてこられると

か。それで、その結果値引きに応じると売上

げが減って経営悪化につながる。

それからもう１つは、取引先のほうから取

引を断られるということになれば、有力な取

引先を失って経営悪化、廃業に追い込まれる

可能性もあるということが指摘されておりま

す。そのほか、このインボイスの登録に当た

っては、インボイスの控えや電磁記録を７年

間保管する義務があるなどの管理の問題や、

複雑な実務に耐えられない免税業者があると

言われています。

ということで、私の意見を最後申し上げて

町長の所見を伺いたいんですけども、国は２

０１９年消費税を増税し、10％と８％の軽減

税率を制度化したことを理由に、インボイス

制度を導入したと聞いておりますが、これま

で弱い立場の小規模事業者施策でもあった免

税制度を、大きく転換する役割を果たすもの

となろうとしています。

この制度は、免税業者への新たな増税を図

るものであり、増税に耐えられない小規模事

業者の営業意欲を削ぎ、経営悪化、廃業を招

きかねない。このような国による制度導入に

ついては、コロナ禍で大変な営業を余儀なく

されている事業者皆さんへの冷たい仕打ちで

あり、まさにダブルパンチであります。

改めて、改めてといいますか、町長の先ほ

どの答弁を評価しながら改めて行政として、

関係者へ寄り添った取組をされるようお願い

したいと考えるものでありますが、ご所見を

伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

このインボイス制度の趣旨といいますか、

それは消費税が 10％に増税されたときに、食

料等の８％と含めて複数税率になったという

ことが１つありまして、８％、10％の税率を

適正に適用しているかどうかという、課税の

公平性という観点で制度が導入されたという

ことで、これは欧米のほうでは一般的にこう

いう制度が導入されているというふうにお聞

きしておるところです。



それで、議員がおっしゃいましたように１,

０００万円以下の消費税の免税業者ですね、

これは今後、仕入税額控除を受けるためには、

インボイスが発行できる、いわゆる課税業者、

登録業者と、税務署に登録した課税業者でな

ければいけないということがありますので、

議員がおっしゃったように、取引から除外を

下げるとか、あるいは消費税相当分の値下げ

を求められるとか、そういった不利益がある

ので、その免税業者であっても登録をするこ

とで取引業者になれるといいますか、そうい

った道もあるわけでございますけれども、登

録業者になりますと先ほどおっしゃったよう

に、消費税の納税義務が発生いたしますので、

その分、収益は圧迫されるといったジレンマ

といいますか、そういった状況もあるわけで

ございます。

商工会のほうでは、そういう状況を踏まえ

まして、免税業者が課税業者になる場合のそ

の事務負担についてのアドバイス等をされる

とともに、専門家の支援を仰ぎながら、商品

やサービスの付加価値を上げて収益を確保し

ていただくと。納税業者になっても、しっか

り収益が出るような、そういったことにウエ

ートをおいたスキームで経営改善指導を一層

強化をされているというふうに伺っておりま

すので、このたびのインボイス制度の導入が、

そういう中小事業者の収益減ということにつ

ながらないように町としても応援をしていき

たいと考えております。以上です。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

１つ頑張っていただけますようによろしく

お願いしまして、以上で質問を終わらせてい

ただきます。

議長（山根政彦）

続いて一般質問を許します。５番、前住孝

行議員。

議員（前住孝行）

議場の皆さんこんにちは。５番、前住孝行

です。昨日、中国地方も梅雨入りし、防災意

識を再確認する時期になったとも言えます。

私自身も備品、備蓄品や避難経路、支援につ

いて見直したいと考えたいと思いますし、水

害のない梅雨を過ごせることを祈念いたした

いと思います。

さて、話は変わり、先日の１２日日曜日、

香美町小代で「みかた残酷マラソン全国大会」

が開催されました。

令和元年５月２５日に国道４８２号が開通

し、４０分程で𣇃米から小代に抜けることが

できるようになり、地域交流の促進の一環と

して、２年前にこの大会にエントリーいたし

ました。その後、コロナ禍に入り、延期、延

期となってやっとの開催となりました。

会場へ行って見ますと２,０００人を超え

る選手に、付き添いの方を含めると、３,００

０人以上はおられたんじゃないかなというふ

うに思う大会でした。

コースは文字どおり残酷な２４キロのロー

ドレースでしたが、小学生から高校生までが

様々な形でこの大会に関わり、また、コース

脇では、地域の方や福祉施設の方々が旗を振

って応援してくださり、感謝の気持ちを持ち

ながら走ることができました。地域が一体と

なって催されている大会に触れ、昔あった「全

国氷ノ山中高齢者マラソン大会」を思い起こ

させる１日となりました。

唯一、残念なことは、肝心な𣇃米越えの道

が通行止めで、往復で３時間かかったことで

す。早期に行き来できるようになることを期

待します。

それでは通告させていただいてます２点に

ついて、順に質問をさせていただきます。

まずは１、観光施策についてです。



コロナ禍で観光客のニーズも変化し、自然

体験への注目度が高くなってきていると感じ

ます。このたび提案されています、第１０次

総合計画の中に、氷ノ山キャンプ場整備を加

えられ、町長の所信表明で述べられた方向性

について、具体的なことも見えてまいりまし

た。

利用者のニーズにあった整備をされると話

されましたが、県の観光施策でもあるサウナ

整備をしてはと考えますが、町長の所見を伺

います。以上で壇上での質問は終わります。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

前住議員の一般質問にお答えします。氷ノ

山キャンプ場にサウナを整備してはというご

質問でございますけれども。

わかさ氷ノ山キャンプ場につきましては、

近年のアウトドアブームの後押しもあり、県

内外から多くのお客様にお越しをいただき、

ご利用をいただいております。依然コロナ禍

ではありますけれども、今年のゴールデンウ

イークにおきましても、天候に恵まれ、キャ

ンプ場はにぎわっていたとの報告を受けてお

ります。

しかし、一方で、当キャンプ場は平成１１

年のオープンから現在まで約２３年が経過を

しており、バンガローや管理棟をはじめとし

た施設の老朽化が見られるほか、キャンプサ

イトについては、当時のテントの規格をベー

スに設計されたもので、現在のキャンプで一

般的に使用されるようなテントの規格より小

さく、サイトのスペース自体が狭いという問

題点もございます。

そのような状況を踏まえまして、第１０次

若桜町総合計画の主要施策として、わかさ氷

ノ山キャンプ場の改修整備を盛り込んだとこ

ろでございます。

さて、議員ご質問のサウナにつきましては、

現在鳥取県が「ととのうとっとり」と題して

ウィズコロナにおける観光施策として展開を

されており、そのサウナ熱は広く伝播してい

るものと認識をしております。それで、県内

でサウナを設置しているキャンプ場を見てみ

ますと、琴浦町のフィンランド式サウナを設

置されている一向平キャンプ場、また近隣で

は、八頭町の移動式サウナを設置されている

ふる里の森があります。

特に一向平キャンプ場につきましては、ゴ

ールデンウイークでのサウナの利用が前年の

３倍以上であったという記事を拝見いたしま

した。

また、熱波師と言われる方のご活躍やサウ

ナ旅がテレビで放映されるなど、県内各地で

サウナに関する取組が行われており、サウナ

熱の広がりを感じているところです。

このように、盛り上がりを見せております

サウナ事業につきましては、集客が期待でき

るコンテンツの１つであり、オールシーズン

化を目指す氷ノ山エリアに整備することは、

魅力的な取組であると考えております。

例えば、キャンプ場またはスキー場ゲレン

デを活用して、移動式サウナテントを使った

イベントを行うなど、まずは氷ノ山エリアで

のサウナ利用のニーズや課題を探ってみては

どうかと考えております。また、サウナの運

営には水が大量に必要となることから、氷ノ

山エリアの課題である水の確保についても、

検討を行う必要があると考えております。以

上でございます。

議長（山根政彦）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

先ほど町長言われましたように、場所のこ

とがあるんかなというふうに思いました。ち

ょうど山開きの日に、八頭郡選出の県議会議



員の方と話す機会がありまして、やっぱりそ

の話もして、どこがいいかなというような話

をもう１時間ぐらいしたこともあります。

それで、なかなかその水もありますし、そ

の景観のいいところで、そうすぐにこう川に

ばーんと入れるような場所というのはなかな

か難しいんですけど、氷ノ山でそういったと

ころができれば、また、何か新しいコンテン

ツにもなりますし、宣伝にもなるんかなとい

うふうに思いますので、ぜひとも進めていた

だけたらなというふうに思います。

また、ちょっとキャンプ場の改修、改修と

いうか整備についての調査をされるというこ

とで、やはり一番危惧されるのは、やっぱり

カメムシ対策なんかなというふうに思ったり

もしていて、それで、そのカメムシで多分嫌

になる方もあるんかなと思いつつ、そのカメ

ムシと過ごすことが、キャンプ場の醍醐味に

なるんかもしれませんし、その辺のこともあ

ると思います。

さらに、キャンプ場で今もＷｉ-Ｆｉがつな

がらないんですけど、そういったニーズもあ

るのかなと、また、やっぱりそれもキャンプ

に来ておるんだけ、Ｗｉ-Ｆｉとかも切り離す

って思っておられる方もあるかもしれません

けど、そういったこともあるんかなというふ

うに思います。

それと今は、キャンプ場は季節を区切られ

てやられると思うんですけど、冬のキャンプ

というのの、多分ニーズもあるんじゃないか

なというふうに思います。私自身は、ノルデ

ィックスキーのちょっと指導とかしたりした

ときに、本当に新雪の中、キャンプ場まで上

がったことがあったんですけど、そこでも結

構冬山登山の方もたくさんおられますし、そ

の新雪が積もったところで、またいい天気だ

とすごい何か、冬景色とともに、こういう場

でキャンプしてもいいのかなというふうに思

ったりもしました。

そういった勝手な私の思いですけど、そう

いったニーズもあるんじゃないかなというふ

うに思いますので、調査をされるときに、そ

ういった項目等を入れていただけたらなとい

うふうに考えておりますが、いろいろ申し上

げましたけど、そのことについて町長、何か

所見がありましたらお願いします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

議員（上川元張）

サウナに合わせまして、今後のキャンプ場

のリニューアルの調査に関連しまして、幾つ

か検討項目のご提案がありました。カメムシ

対策というのは、そういうのがあるのかなと

今改めて思ったんですけれども、快適にキャ

ンプ場で過ごしていただくためには、やはり

カメムシがいないほうがよろしいのかなと思

いますんで、どういった方法があるのかとい

う、また専門家にも聞いたりしながら、その

辺も検討していったらいいかなと。

Ｗｉ-Ｆｉについても、やはり最低あのエリ

アでＷｉ-Ｆｉがつながるというのは、このご

時世ですので必要なインフラだと思いますの

でその辺りも含めて考えたいと思います。

それから、冬のキャンプニーズということ

がありました。今、ソロキャンプのブームと

いうことで、一人で雪の中でキャンプをする

というのも、そういう思考も今あるのかなと

思います。また、冬の冬山であればウイルス

の関係でかぜが治るとかそういうことをおっ

しゃる方もいらっしゃるので、いろんないい

面もあるのかなと思いますし、ただ、冬キャ

ンプ場となりますと、そこへたどり着くまで

の除雪ですとか、非常にむずかしいこともあ

ろうかと思いますので、その辺せっかく提案

いただいたので、可能な範囲で検討していき

たいと思います。以上です。

議長（山根政彦）



前住孝行議員。

議員（前住孝行）

ありがとうございます。次に参りたいと思

います。

２０１９年１２月議会で、中之島公園の利

用方法についての質問をさせていただきまし

た。野球場の利用が激減している中で、より

有効な利用方法を早急に検討する必要がある

と考えます。

ここ中之島公園でも、先ほどのサウナ整備

を含め、キャンプ可能な場所へ転換してはと

考えますが所見を伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

中之島公園でも、サウナ整備を含め、キャ

ンプ可能な場所へ展開してはどうかと考える

が、町長の所見を伺うということでございま

す。

中之島公園は、子どもたちが楽しく過ごせ

る遊具等を備えた「こもれび広場」やスポー

ツ振興を図るための「多目的広場」、そして利

用者がゆっくり過ごせる「芝生広場」のこの

３つの施設が整備をされておりまして、平成

１０年のオープンから数えまして、今年で２

４年を迎えます。

この「こもれび広場」につきましては、町

内をはじめ市内あるいは県外からも多くの子

ども連れのご家族が利用されていますし、公

園の外周路では、散歩やジョギングなど思い

思いの運動をされたり、また、「芝生広場」で

くつろがれている姿をよく拝見をいたします。

その一方で、「多目的広場」につきましては、

オープン当初は本町にも若桜スポーツ少年団

野球部がありましたので、多くの子どもたち

に利用していただいておりましたけれども、

子どもの減少により、野球部が解散されてか

らは、前住議員がおっしゃるとおり、「多目的

広場」の利用も激減をしております。

参考までに直近５年間の利用申込みの実績

を申し上げますと、平成２９年度は２２２日、

３０年度は１９７日、令和元年度この年に野

球部が解散しておりますけれども、５０日、

その後令和２年度は４日、令和３年度は１７

日ということで、令和元年度の野球部の解散

を境に、激減をしているところでございます。

議員からございました、中之島公園でもサ

ウナ整備を含め、キャンプが可能な場所へ転

換してはどうかとのご質問でございますけれ

ども、コロナ禍でアウトドア、特にキャンプ

の人気の再燃によりまして、キャンプ参加人

口が増えつつあるということは承知をしてい

るわけですけれども、先ほど申しましたとお

り、氷ノ山キャンプ場の改修整備を総合計画

に盛り込んで、今議会に調査費の予算を提案

しているところでもございます。

議員がおっしゃいます「中之島公園のキャ

ンプ場の転換」について、一つの考え方だと

は思いますけれども、私としては、キャンプ

場について、まずは氷ノ山キャンプ場の整備

を優先的に進めていきたいと考えております。

ただ、先にも述べましたけれども、「多目的

広場」の利用は激減していますので、町全体

の既存施設の役割分担を明確化しながら、特

にこの中之島公園については、子ども連れを

中心に大変集客力がある「こもれび広場」が

あるということもございますので、それを活

かした中之島公園の再整備というものを、今

後検討していきたいと思います。以上です。

議長（山根政彦）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

「こもれび広場」というのを、僕、初めて

確認させていただいて、そういう名前だった

んだなというふうに思ったところです。なか



なか氷ノ山のキャンプ場をメインということ

で、そんなに考えていないというふうな答弁

で、残念な面ではあるんですけど、やっぱり

若桜宿内の泊まる場所がないという、宿泊場

がないというところを思っての、こういった

ことができないのかなというふうに思っての

質問にさせていただいております。

若桜宿内で泊まる場所があればそこまでは

なかったんかなというふうに思ったりもしま

すので、またそのことについてもまた何か考

えがありましたら、聞かせていただけたらな

というふうに思ったりします。

先日、旧森林組合跡地に夜、日曜日の夜に

行ったんですけど、すごいやっぱり蛍の飛ぶ

様子が伺えました。これまで何回か見に行っ

たんですけど、僕の中では一番多かったかな

というふうな感じで、何か幻想的な雰囲気に

若桜のよさを改めて感じたなというふうな思

いだったんですけど、一緒にたまたま地元の

ほかの方も来られていまして、結構肌寒い夜

だったんでありますけど、やっぱりその様子

を見て「初めて見た」と言って、何か長いこ

と結局そこの場におられた様子を見て、やっ

ぱ地元でもなかなか改めてそういって見たり

するのもないんかなというふうに思ったりし

たところであります。

そういったよさというのがやっぱりここに

はあるかなというふうに思いますので、そう

いったところも含めて、「多目的広場」の改修

も考えていただけたらなというふうに、改修

じゃない、利用か、考えていただけたらと思

います。

では、次の３の質問に移りたいと思います。

氷ノ山や中之島公園へキャンプに来られた方

に、中之島公園はなくなったのかもしれませ

んけど、若桜で採れた野菜や肉などを提供で

きる仕組みをつくることで、町長の言われる

「地消地産」へつなげられると考えます。

例えば、地元食材をファミリーパックのよ

うな形でメニューとして道の駅や味工房など

で提供して、その利用者に消費してもらった

り、また、利用者のニーズに合わせた生産を

してもらったりすることができ、地域内循環

を促進することができると考えますが、所見

を伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

氷ノ山や中之島公園に来られた方に地元の

食材を提供し、楽しんでいただく一方で、ニ

ーズに応じた野菜や肉などの食材を地域で生

産することで、地域内循環を促進してはどう

かというお尋ねでございます。

私も所信表明のときに、地域の物は地域で

消費する「地産地消」は基より、地域にない

ものがあれば、何とか地域で生産できないか

と知恵を絞る「地消地産」の発想も持ちなが

ら、地域からお金の流出をなるべく減らして

地域内の経済循環を強固なものとして雇用創

出や所得の確保につなげていきたいというふ

うに申し上げました。

もう少し具体的にご説明いたしますと、例

えば地元の飲食店で食事をすれば、その代金

というものはその飲食店の売上げになります。

その飲食店がその料理の材料として、米や野

菜を地元の商店から購入すれば、そのお金は、

次の段階では地元の商店の売上げになります。

その商店が、その米や野菜を地元の農家から

仕入れていれば、またその次の段階ではその

お金は農家の売上げになります。

つまり、一旦地域に入ったお金が、最終的

にその地域から出ていく前に、何回その地域

内で使われるかということが大事で、地域内

で何回も使われるほど、それだけ多くの人や

お店、事業所の収入となり、経済的に波及効

果が地域に広がっていくということでござい

ます。こうして地域経済が元気になっていく

ことで、人口減少への歯止めにもなるのでは



ないかということを、期待をしているもので

ございます。

さて、前住議員から地域内循環の促進とい

うことでキャンプに来られた方へ地元野菜や

肉の提供についてのお話をいただきましたけ

ど、今お話をしたとおり大変重要な視点だと

いうふうに考えておりまして、ぜひそういう

方向で取り組んでいただきたいと思います。

この７月の１日から氷ノ山で開始予定のＧ

ｏＧｏバーベキューにつきましては、先日実

施事業者の皆さん４事業者ございますけれど

も、お集まりをいただいた説明会の場で、地

元の農畜産物を利用してくださいという要請

をいたしましたし、また、観光開発事業団の

評議員会の場で、氷太くんやキャンプ場での

食材の地産地消について、これは私のほうか

ら直接お願いをしたというところでございま

す。

ＧｏＧｏバーベキューの実施事業者のほう

からは、早速、地元産の農畜産物を活用する

ことと、あと、若桜鉄道を利用して来場され

た方に特典を、プレゼントを与えるというこ

とについて、事業者の間で申合せをしたとい

うふうなご連絡もいただいたところでござい

ます。こうした取組を、今後、道の駅などで

も広げていきたいというふうに考えていると

ころでございます。以上です。

議長（山根政彦）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

氷ノ山のキャンプ場だけになると、なかな

か𣇃米までという、𣇃米だけっていう感じに

なってしまうので、本当に中之島公園でとな

れば、ちょっとまた若桜全体で、野菜とかが

集まってくるんかなというふうに思ったりも

して、ちょっとこういった質問をさせていた

だいております。

私自身も結構、親戚とかからいろんな野菜

をいただいたりもしていて、本当にこれ売れ

ばいいのになと思うような野菜を作られる方

ばっかりおんさるじゃないかなというふうに

思ったりしています。

それで、本当、お金払いましょうかという

ぐらいの物なので、そういった物が本当言っ

たらちゃんとお金になって、それでそれを食

べていただいて、そしたらまたその利用者の

方と地域の方とのつながりというのもできて

きて、それで、ふるさと納税につながるみた

いなことになったらいいなというふうに思っ

たりもしておるわけであります。そのことに

関して、止めましょうか。次に行きます。

さらに、若桜町全域が星空保全地域に指定

されているように、澄みわたった夜空に輝く

星も、地域の魅力の１つであります。星につ

いて紹介できる人材を育成し、星空ガイド組

織をつくることで、夜の若桜ファンも増える

のではないかと考えます。町長の所見を伺い

ます。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

星について紹介できる人材を育成し、星空

ガイド組織をつくることで、夜の若桜ファン

も増えるのではないかというご提案でござい

ます。

本町では、令和元年度に星空保全地域の指

定を受けて以降、星空フォトコンテストを開

催し、作品の展覧会や応募作品を使用した名

刺やポスターを作成するなど、若桜の星空の

ＰＲを行ってまいりました。

また、響の森では、星空観察会やバーチャ

ルリアリティーによる星空の観賞が行われて

おります。

さて、星について紹介できる人材を育成し、

星空ガイド組織をつくってはというご提案で

ございますけれども、県のほうで、例えば無



料で星空案内人の資格を取得することができ

る、鳥取県が行う「星取県星空案内人資格取

得講座」というのがございますので、こうい

った講座も活用しながら進めていければと思

います。

星空の観察も含めまして、体験型の観光を

進めていく上で、ガイドの育成というのは非

常に大きな課題であると思います。今時点、

町内には星空ガイドができる人材というもの

は確保ができていないという状況かと思いま

すけれども、今後、観光協会など関係機関と

も連携をして、人材の育成確保に努めるとと

もに、当面は外部の人材も活用しながら本町

の星空の魅力をＰＲしていきたいと考えてお

ります。以上です。

議長（山根政彦）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

以前、平井知事にもそういった紹介をして

いただいて、若桜でこういった星空イベント

っていうことを言われたので、それで、なか

なか雨のとき用の、何か代わるイベントのあ

れがないっていうふうに話をさせていただい

たときに、今、ＶＲあるがなみたいなことを

言われて、なるほどなというふうに思ったこ

ともあったりもしました。

それで、県のほうにも、そういった案内人

の資格、資格じゃないわ、案内人を育成する

事業というのがあるというのも初めて知った

んですけど、佐治のアストロパークの方とか

が結構気軽に応募したら教えてくれるってい

うことも聞いたりもしておって、そういった

イベントやあもなかなか、なかなかというか、

やろうと思ったらできるようになってきたか

なというふうには思ったりもしております。

中之島のキャンプ場がなくなったので、な

かなか難しいかもしれませんけど、こういっ

たことも含めて全部含めて、あそこの活用っ

ていうのがいろいろ考えられるなというふう

に思ったんです。

あそこは氷ノ山樹氷太鼓の練習場所の施設

もありますし、もしキャンプに来られた方が

あったら、体験とかもできるようになるんか

なというふうに思います。受入れもできるん

かなというふうに思ったりもしていますし。

以前、「中之島にステージ整備を」という陳

情もあったりもしております。その件につい

てもどうなったか、まだ分かりませんけど、

そういったステージができたりすれば、音楽

関係の方の練習場所にもなるんかなというふ

うに思います。今は公民館の集会所でされて

いるかもしれませんけど、また新たな拠点に

なるんかないうふうに思ったりもしています

し、本当に春は桜、夏は蛍や星、それで秋は

紅葉、あと、冬は冬景色、また年間通しての

「こもれび広場」の遊具使用というような、

若桜の中之島公園一帯をどのようにしていく

のか。ストーリー性を持って町長のデザイン

を形にしていただけたらなというふうに思っ

ております。

では、次の大きな質問に移りたいというふ

うに思います。町職員の働き方についてです。

人口減少においてマンパワーの不足につい

て危惧している私の同級生が下町にいて、そ

のことについて話してから、私自身つくづく

マンパワー不足を実感しています。

そんな中、４月１１、１２日に全国市町村

国際文化研究所、ＪＩＡＭって言いますけど、

が開催している第１回市町村議会議員特別セ

ミナーというのを、オンライン研修で受講い

たしました。

福井県の杉本達治知事の「地方行政と政策

デザイン」という講義を聞きました。その中

で「ふくい式２０％ルール」と「福井県地域

ビジネス兼業促進制度」という取組に興味を

持ちました。その取組とは、職員が勤務時間

の一部、ここでは 20％以内を活用して、担当

業務以外に新たな政策の企画立案等の政策的



活動に従事することができるものと、県内の

民間企業や公益法人等に県職員が兼業で事業

参画するものです。

こういった事例を組み合わせて本町でも導

入し、職員の意識の向上を図れば、地域課題

の解決に寄与し、今以上に町民の目線で考え

られるようになると考えますが、町長の所見

を伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

「ふくい式２０％ルール」と「福井県地域

ビジネス兼業促進制度」の導入による職員の

意識向上と地域課題の解決についての所見を

伺うというお尋ねでございます。

令和元年１０月に、福井県が創設されまし

た「福井式地域ビジネス兼業促進制度」は、

職員が公務員としての身分を有しながら、民

間企業等の現場に出ることで、地域の実情の

把握と県政へのフィードバックを可能とする

こと、そして職員の行政経験・知見を有効活

用し、地域課題の解決に寄与すること、また、

職員のスキルアップや地域とのつながりの強

化を期待されてのものであろうと思います。

また、令和３年の４月に導入された「ふく

い式２０％ルール」は、勤務時間の 20％以内

で本来の担当業務以外の業務に従事すること

ができるとするもので、これにより、職員は

担当業務にとらわれず、職員が持つ専門性等

を活かした政策企画の推進と職員の意欲向上、

成長促進、自立的なキャリア形成を狙うもの

というふうに思います。

この２つの制度を取り入れることになれば、

より地域に密着した行政と、職員の資質向上

や能力発揮をより一層可能にすることができ

るであろうと考えられます。

ただ、もとより、県と町では規模が大きく

違いまして、福井県については、一般行政部

門だけで職員数が約３,０００人弱、本町では

この６月１日現在で勤務する職員数が７４名

ということでございます。

また、近年、業務量の増加や複雑化に伴う

時間外勤務も常態化をしておりまして、人員

に何か余裕がないという状況もありまして、

福井県の取組をそのまま本町に当てはめると

いうは難しい面もあろうかと思います。

しかしながら、この「２０％ルール」につ

きましては、例えば課題やニーズに応じたプ

ロジェクトチームを編成をして、担当外の業

務についても職員同士で議論して、企画・政

策立案を行うというようなことは可能であろ

うと思いますし、また、「兼業促進制度」につ

きましても、地域の人材不足、議員がおっし

ゃいましたけれども、そういったことが言わ

れる中、職員も地域の一員として具体的なニ

ーズがあれば業務に支障がない範囲で兼業を

認めるということもあってよいのではないか

というふうに思います。

いずれも、職員の能力の向上やまちづくり

につながるものでありますので、検討してみ

たいと思っております。以上です。

議長（山根政彦）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

これまででもですし、今もでしょうけど、

例えばですけど、こども園、学園のＰＴＡ役

員とか、そんなのをはじめといたしまして、

様々な事務などを受け持っておられる職員の

方、多いんじゃないかなというふうに思いま

す。

それは自分の仕事以外の部分で持っておら

れて、それは職務とは別で職業されていると

思うんですけど、やっぱりそういった役場の

職員の方っていうのは本当、貴重な存在であ

りまして、地域の中でも。そういった方が関

わってくださることで事業ができるっていう



部分もあったりするなというふうに思ってお

るとこです。私自身も今ちょっと県の河川愛

護の草刈りのボランティアのやつの事務をし

ているんですけど、それはいいんですけど、

僕がすればいいんですけど、そういったもの

とかがあれば、本当に八東川の草刈りがすご

いきれいにできていきます。もし僕がその事

務をせんかったら、八東川の草が多分ぼうぼ

うというか、生えたままで地域の方の活躍す

る場もちょっとなくなってくるんかな、とい

うふうに思ったりもします。

ですので、そういった何かちょっとした、

ちょっとしたじゃないかもしれませんけど、

結構大変な事務かもしれませんけど、そうい

ったものが町の担当の職員以外の方で受け持

っていただければ、ずっとその「思い」もつ

ながっていくでしょうし、地域の方を巻き込

んでというような活動にもなるんかなという

ふうに思ったりします。

また、担当している職員さんもおられると

思います。それで、住民の立場から職員さん

と意見交換もできたりもして、より町民目線

の事業につながっていくかなというふうに思

ったりもいたします。

町長も先ほど、検討してくださるというこ

とですので、そういった２０％とは言わず、

ちょっとだけでも、そういった勤務の一部と

して認めていただけたらいいんじゃないかな

というふうに思ったりします。

では、次の質問に移りたいと思います。

また、ライフスタイルシフト、若手職員の

アイデアを生かした働き方改革ということで、

福井県庁内では資料の電子化などペーパーレ

ス化も推進されています。会議などもリモー

トでできて、移動中の車の中からでも会議に

出席できたり、スケジュールにその会議名と

資料が添付されているので、いざ資料が欲し

いときに、いついつの会議で協議した資料を、

どこにいても見られるというふうに杉本知事

が話されておりました。

若桜庁舎内でのペーパーレス化の現状と今

後の取組について伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

庁舎内でのペーパーレス化の現場と今後の

取組について伺うということでございます。

総務省では、令和２年の１２月に、自治体

が重点的に取り組む施策をまとめた「自治体

デジタル・トランスフォーメーション、ＤＸ

の推進計画」を策定をしまして、その計画に

おいて業務の効率化、住民の利便性の向上を

図るために、幾つか重点取組事項ということ

で上げております。

申し上げますと、１つ、自治体の情報シス

テムの標準化・共通化。２つ、マイナンバー

カードの普及促進。３つ、自治体の行政手続

のオンライン化。４つ、自治体のＡＩ・ＲＰ

Ａの利用促進。５つ、テレワークの推進。６

つ、セキュリティ対策の徹底、こういったこ

とを重点取組事項として計画に盛り込んでお

るという状況ということでございまして。

本町としましても、行政の、申し上げたよ

うなデジタル化を進めるに当たりまして、ペ

ーパーレス化、電子化というのは、必要不可

欠な取組であると認識しておりますし、また、

職員の業務効率の向上やコストの削減などが

期待できると考えおります。

しかしながら、本町の現状について申し上

げますと、平成２０年の３月から電子決済シ

ステムを導入しておりますけれども、近年で

は庶務に関する事務以外は使用ができていな

いという状況でありまして、ペーパーレス化

が進んでいるとは言える状況ではありません。

また、電子データの保管については、各課

等で共有ディスクホルダーに蓄積されつつあ

りますけれども、ルールがまだ未整備のため

に体系づけられたデータの保管というものが



できていないのが実情でございます。

今後は、既存の簿冊整理や廃棄、簿冊保管

場所の確保であったり、共有ディスクホルダ

ー内の電子データの整備、廃棄、それから電

子決済の推進、タブレット導入による会議で

のペーパーレス化、それから電子申請、オン

ライン申請の推進など、可能なかぎりできる

ことから取り組んでいきたいと考えていると

ころでございます。以上です。

議長（山根政彦）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

たくさん言われたので、ようメモしません

でしたけど、やはりやっぱり県におられて町

に来て、やっぱりそういって比べられて、い

ろいろ本当に感じられておる部分もあるのか

なというふうに思ったりもしておりますので、

ぜひともそういったペーパーレス化のほうを

進めてほしいなというふうに思います。

私自身も本当、こういった紙で本当持って

こずに、本当タブレットでこうやりたいなと

いうふうに思ったりもするんですけど、まだ

承認が得られてないので、いつも紙で用意し

てやっていますけど、そういった時代になっ

てくるかなというふうに思いますので、よろ

しくお願いします。

では、最後の質問に移りたいと思います。

コロナ禍でリモートワークが進んで来ていま

すが、本町ではあまり進んでいないように感

じます。町内でのリモートによる会議、環境

整備などに取組むことはＢＣＰ事業継続計画

にも活かされると考えます。町長の所見を伺

います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

町内でのリモートによる会議環境整備など

に取り組むことは、ＢＣＰ事業継続計画にも

活かされると考えるが、所見を伺うというこ

とでございます。

リモートによる会議環境整備の取組につい

てのご質問ですけれども、働き方改革の一貫

として政府が推奨してきた、リモート会議や

リモートワーク、テレワークですね、これが

新型コロナウイルス感染症対策の一つとして

注目されると同時に、身近なものになってき

ました。

リモート会議については、職員が参加する

会議についてはかなり推進が図られていると

感じております。今年度の職員研修において

は、大部分がリモートでの開催、開催予定と

なっております。また、各種会議においても、

ウェブ会議形式が取られることが増えるなど、

職員にとっては、リモート環境というのが日

常になってきたのかなというふうに思います。

現在、役場庁舎ではウェブ会議専用のパソ

コンを、２台用意をしまして、職員各自がパ

ソコンと会議室を予約をして、ウェブ会議等

に参加をしているところでございます。ただ

し、町が開催するほうの会議ではまだあまり

活用されておらず、特に町民を対象とするよ

うな若桜町内での会議においては、ごく身近

な生活圏域の方との集まりということもござ

いまして、現在リモートでの開催は行ってい

ない状況でございます。

リモートでの会議は、環境さえ整えば、遠

方からの参加者は、移動時間の短縮が図られ

ることで時間の有効利用にもつながりますし、

育児中、介護中の方も、自宅から参加ができ

るということであれば、外出する場合に比べ

て気軽に参加ができるという、そういったメ

リットも多いのではないかと考えます。

また一方で、課題と言いますか、画面上の

やり取りではなかなか意見が述べにくいとか、

全体の空気感を読み取ることが難しく、会が

一方的なものになってしまいがちだと、そう



いうコミュニケーション不足が起こったり、

通信環境が安定しないと思うように会話が聞

き取れない、参加できないといったような課

題もあります。

そういった課題も踏まえながらではありま

すけれど、今後、町が開催する会議等につい

ても活用を増やすとともに、会の特性を考慮

した上で、参加者個々の希望にも柔軟に対応

できるよう、対面参加、リモート参加が選べ

るような形にするなど、時代のニーズに合っ

たような形で開催方法を検討して、より充実

したものにしたいと考えております。

一方、リモートワーク、先ほどリモート会

議のほうの話だったですけど、リモートワー

クのほうにつきましては、働き方改革の一貫

として政府が推奨をし、新型コロナウイルス

感染症対策の一つとして、改めて注目される

と同時に、身近なものになってきましたけれ

ども、本町においては、まだリモートワーク

というのはなじみが薄いのかなとふうに感じ

ております。

また、自治体がリモートワークを推進する

には幾つか課題もございまして、例えば、窓

口業務などの行政手続の多くは対面で行う必

要があるものもあったりしますし、テレワー

クでできる業務には限界があります。また、

個人情報等を多く扱う業務は、庁舎内でのみ

使える専用回線や専用パソコン等で管理して

いるものもありまして、セキュリティ対策が

大きな課題であります。

その他、職員間での気軽な相談や報告が困

難になるとか、画面を通じた情報のみで、ス

トレスを感じるといった弊害も聞かれますし、

在宅勤務によって仕事と生活との境界が曖昧

になることで、勤怠管理が難しいといったよ

うなこともございます。

幾つかちょっと課題を申し上げましたけど

も、リモートワークの制度化というのは、ま

だ解決すべき課題があると考えております。

しかしながら、議員のご指摘のように、リ

モートへの取組を推進することで、何かの事

情でその役場に出てこれない状況があった場

合に、リモートワークを使うことでＢＣＰの

事業継続計画にも大きな効果があると考えま

すので、町の実態に合わせて、制度として導

入できることは前向きに取り組んでいきたい

と考えております。以上です。

議長（山根政彦）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

全く町長の言われるとおりで、僕が言おう

と思ったことも結構出たかなというふうに思

います。

今、新型コロナウイルス感染症対策から、

からじゃないけど、もう結構前から、リモー

トワークや会議が注目されてきていることを

思いますし、ほんとＢＣＰ事業継続計画に活

かされるということで、防災時とかが特にそ

うなってくるのかなというふうに思ったりも

しました。

育児や介護世代の働き方支援という気にも

なるのかなというふうに思ったりもしますの

で、ぜひとも進めていただけたらなというふ

うに思います。

以前、ちょうど議会事務局に用事があって、

第１会議室のところを通らせていただいたと

きに、幹部会議をされていたのかなというふ

うに思ったりもするんですけど、たくさんの

方が集まっておられたなというふうに思った

りもして、それは全部否定をするものではな

いんですけど、そういうことも必要なときも

あったりもすると思うんですけど、そういっ

たところを見たもんでして、リモートで会議

できるようになっていたら、そこまでしなく

てもいいのかなというふうに思ったりもしま

した。

先ほど町長が言われたように、メリット、

デメリットがあるというふうに思ったりもし



ますので、その辺を上手に使い分けながらや

っていただけたらと思います。

その手法の幅が広ければよりよい会議運営

にもなるかなというふうに思いますので、早

期の環境整備をしていただけたらなというふ

うに思いました。

ここ全体を通して町職員の方のよりよい働

き方について僕が考えられる提案をさせてい

ただきましたけど、何かこうしていきたいみ

たいな町長の思われている、新たなものとい

うのがあったりしましたら教えていただけた

らと思いますが。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

職員の働き方の改革に向けて、何か新しい

ことがあるかということでございますけど、

新しいことということではないんですけども、

最初申し上げましたように、地域の担い手不

足というのがありまして、やっぱり職員も地

域の一員として、地域でも活躍をしていただ

くということが、やはりこの過疎化が進む町

の中では大事なことであろうと思います。

それで、兼業ということでは福井県のほう

では推進をしとるわけですけれども、公益的

な活動について、既に神戸市とか、奈良県の

生駒市ですかね、そういう制度を導入してさ

れているところもありますし、職員のそうい

った活動に対して、役場としても何らかの後

押しをするようなことができないかなという

ことは、ちょっと今後検討していきたいなと

思っているところです。

それと、リモート環境の話もありましたけ

れども、やはりこのたびのコロナ関係で、幸

い町内では出ていないんですけども、例えば、

受付で、コロナの、職員が陽性にかかって、

周辺濃厚接触者も含めて、ごっそり休まなけ

ればいけない、自宅待機というようなことが

もしあった場合に、こういうリモート環境、

リモートワーク、家でパソコンを見ながらと

いうことができれば、そういう危機対策、基

幹対策になるわけでございますので、そうい

ったことも念頭に置きながら、そういう役場

にいなくても仕事ができるような環境づくり

といいますか、そういったことも考えていか

なきゃいけないかなと思ったところでござい

ます。以上です。

議長（山根政彦）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

本当に町長と同感することが多くて、もう

期待をするばかりであります。

私事ではありますが、４期目はじめての質

問となりました。これまで小林前町長、矢部

前町長に質問してきたことを上川町長はどう

考えられているのかなということを尋ねるこ

ととなります。

後継で出られたのであれば、そんなに大き

く変わることはないんでしょうけど、このた

びは後継での立候補ではなかったと思ってお

りますので、全部聞くとなると１２年かかり

ます。一度にできる項目は限られております

ので、このたびは２点に絞って質問させてい

ただきました。

町長の所信表明であったことを基本に少し

ずつ質問していきたいと思いますのでよろし

くお願いします。

以上で終わります。

議長（山根政彦）

暫時休憩します。

   午前１１時３０分  休 憩

   午前１１時４０分  再 開

議長（山根政彦）



休憩前に引き続き会議を再開します。

一般質問を許します。３番、梶原明議員。

議員（梶原明）

改めましておはようございます。３番、梶

原明です。傍聴されている皆さんありがとう

ございます。ウクライナへロシア軍が侵攻を

始めてから１１０日を過ぎようとしています。

１日も早い収束を願うばかりであります。

先日、石破茂時局報告会「どうする日本２

０２２」に参加してきました。その中で国防

予算のことに触れられ、衆議院議員としての

国民に対する説明責任についての件がありま

した。なぜ防衛費を上げるのか、上げなけれ

ばならないのか、国民は情勢を知らないから

と内容を端折るのではなく、今、日本の置か

れている状況の真実を丁寧に伝えながら説明

すれば、国民を守るための増額であると理解

してくださるというような内容がありました。

今の若桜町においても同じことだと思いま

す。町民へしっかりと説明を果たした上での

事業展開であれば、町民の皆さんもきっと理

解してくださると考えます。私も２期目の議

員となりました。初心を忘れることなく議員

としての義務を果たしていけるよう自らを鼓

舞しながら努めていきたいと思います。

それでは通告順に沿って質問に入りたいと

思います。

大きな１番、公共交通についてです。（１）

です。令和４年４月１９日の、総務産業教育

民生常任委員会で公共交通等の運行形態及び

運行事業者について説明されました。しかし、

それでは十分でないように思われます。

現在、バス運行事業費として令和４年度当

初予算は全体で６,３７４万円計上されてい

ます。そのうち、運転委託料だけでも鳥取自

動車株式会社に２,６９３万円、観光タクシー

有限会社に１,１７８万円、共助交通に合わせ

て３１１万円となっております。

この委託料も年々増加傾向であります。今

後ますます高齢化が進む中、例えば重要施策

の町内公共交通や地域福祉施策などを併せて、

町独自の新しい運行組織を立ち上げ、町が所

有する道の駅等との連携を図りながら、町内

全域を対象として、昼や夜の弁当や惣菜の配

達、農産物の収集など一体的に事業されては

と考えます。町長の所見をお伺いいたします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

梶原議員の一般質問にお答えをいたします。

町内公共交通と地域福祉施策を併せた町独自

の組織を立ち上げ、一体的な事業をしてはど

うかということで、町長の所見を伺うという

ご質問でございます。

梶原議員からご提案をいただきましたとお

り、町営バスの運行に併せて弁当や惣菜の配

達や農産物の集荷などを行うことは、公共交

通に福祉や農業などの複数分野の事業を組み

合わせた複合的な取組でございまして、人手

不足の観点などからも、効率的・合理的であ

ると考えております。

例えば、道の駅との連携をというお話がご

ざいましたけれども、今、道の駅に農産物を

出荷する場合に、昨年度から町内の農家は販

売手数料を５％引き下げて１０％としており

ます。これは、なるべく地元の野菜をという

地産地消という観点もありますし、また、農

業をされる高齢者の生きがい対策といった側

面もあるのではないかと思います。

それで、先日駅長さんにこの状況をお聞き

をいたしますと、あまり実績が上がってない

というお話がありました。町内産の農作物の

取扱いの割合が思ったほど上がってこないと

いうことをおっしゃっておられました。その

原因の１つは、せっかく収穫をしても道の駅

に出荷する足がない、便がないということを

おっしゃっておられました。



このように、町内には人の輸送だけではな

くて、弁当や惣菜も含めて、モノの輸送とい

うニーズも一定程度あると思います。ご提案

をいただきましたので、他にも具体的なニー

ズの調査をしながら、公共交通を活用した効

果的な運送の在り方というものをぜひ検討し

てみたいと思います。

ただ、町独自の組織でというお話がござい

ましたけども、公共交通の活用ということに

なりますと、利用者の安全確保ということが

最優先でございますので、経験豊富で専門性

を持った交通事業者に現在運行を委託してい

るわけですけれども、こういう運行方式が現

実的ではなかろうかと思っておりまして、町

独自の組織を立ち上げるということについて

は今のところは考えていないところでござい

ます。以上です。

議長（山根政彦）

梶原明議員。

議員（梶原明）

町独自の組織は、今は検討されていないと、

運行団体というところで、運行されるという

ところ、町民の安全というところ、利用者の

安全というとこもあると思います。

組織というもののありようというのは、ど

ういたしますかね、いろんな方法が取れると

思うんですね。実質、運行管理者、有資格者

というものもやっぱり町内の中にもしっかり

持っておられる方もおられると思いますし、

これからでも取得できるものではあると思い

ますし、運転者というところ運転手ですね、

いうところを考えましても、やっぱり養成し

ていくといったところもありましょうし、今

までこう経験をされている方々もおられると

思います。６０になられての定年とか、そう

言った具合でね、会社は辞めたけどもまだま

だ働けるよっていう方を活用するなど、方法

ということは考えていけば、何とでもなって

いくのかなと思わさせていただきます。

実際、令和２年にふるさと創生課で報告が

ありました、「公共交通計画策定に係るアンケ

ート」の状況では、今後の公共交通について

運転者として協力できるという方が 14％、そ

のほかの内容でも協力できるという方が９％

という回答がありました。

町独自の組織の立ち上げというところを、

町民の力も借りながら行うことで、町内での

雇用創出も可能であると考えますし、追加で

言えばこのような組織ができることによって、

やっぱり道の駅等に若桜の農産物が増えると

いうか、運搬というところを考えた上でやっ

ぱり道の駅に野菜が増えるっていうだけでも

来鳥されるお客さんや生産者から見てもね、

そういう内容の事業は夢のあるものだと考え

ております。

また、昼夜の弁当や惣菜の配達がもしでき

るようになれば、高齢化の進む町でも安心し

て暮らせるということにつながって、町の経

費を町外に持ち出すことなく、町の経済が潤

うような取組ということにもなるんではない

かと思います。

そういったところを踏まえまして、町長の

考えをお伺いしたいと思います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

町独自の組織についての重ねてのご質問だ

と思いますけれども、町内にその運転手の経

験者でありますとか、自分でも運転してみた

いと手を挙げられる方がアンケートであった

ということは承知いたしますけれども、その

町独自の組織のイメージというのを、どうい

うイメージを抱いていらっしゃるのかという

のを、お聞きをしたい。

それは、町が直接運転手を雇うのかそれと

もそういう団体を設立するのかというその辺



りはどういうお考えなのかな、ちょっと確認

してから答弁したいと思います。

議長（山根政彦）

梶原明議員。

議員（梶原明）

町長からのお尋ねにお答えしたいと思いま

す。今、実際、公共交通、先ほども一番最初

に担っているというものは、今、委託事業と

いう形をとられていると思います。

実際、鬼っこバスは鳥取自動車株式会社で

すね。それで、デマンドとかスクールバス、

それと諸鹿便に関しましては、基本的にとい

いますか、観光タクシーに委託を出されてお

る。そういったところがそれぞれに委託をな

されておるんですが、そういったものを 1 つ

の組織っていいますか、本当の一括、町直営

でも結構だと思いますが、そういった中で、

一番トップがおって管理するものがおって、

そういった運送部門の中で、それぞれがそれ

ぞれの連絡がきたときに、デマンドを走ると

か、定期便を走るとか、そういったしっかり

とした運行計画を立てながら運用していく。

そういう中でも、やっぱり時間におきまし

ては空き時間というものがあります。そうい

った中を活用しながら、野菜とかの運送なり、

それとかデマンドを考えていきますと、迎え

に行った帰りとかでも、迎えに行って出てき

ます、若桜のほうに。それで、また送ってい

った後でも、そういう集荷ということにつな

がったりとか、送っていく前の空き時間です

ね、休憩時間とは言いませんけれども、運行

のない時間帯などを、自由に野菜を運んだり、

食品とかというかですね、弁当とか、惣菜な

んかも運べるようなそういうような組織って

いうのを私はイメージしております。これで

よろしいですかね。

議長（山根政彦）

上川町長。

町長（上川元張）

ありがとうございます。お聞きしまして、

１つの組織に委託といいますか、組織でやる

ということについては、その分、運転手が少

し少なくてもやっていけるとか、そういう管

理部門が集約できるとかっていうメリットが

あると思いますし、賛同するものでございま

すし、それと、野菜の集荷と絡めるというの

は、非常に効率的な合理的な考え方だと思い

ますので、それはぜひ取り組んでいきたいと

思うんですけども。

ただ、仮に町の組織としてそういう運転手

を雇って交通事業に乗り出すということにな

れば、ゼロからスタートするということにな

りますので、人材の雇用であったり、あるい

は安全教育から、いろんな車両なり、車両、

場所、そういった初期投資、それから実際運

行を始めてからの運行管理、そういったもの

に大変コストもかかることになります。

町が直接じゃなくて団体を立ち上げる、ゼ

ロから立ち上げるといった場合もやはり同じ

ような問題があると思います。

あと、最初に申しましたように、利用者の

安全確保ということがまず最優先事項でござ

いますし、経験豊富で専門性を持ったそうい

う交通事業者に委託する今の方式というのが、

現実的ではないかなと、今時点では考えてい

るところでございます。

議長（山根政彦）

梶原明議員。

議員（梶原明）

現時点では専門業者にお任せする方がいい

というような答弁をいただきました。私が考

えるところっていうのは、委託というのはや

りようもあると思います。そういった中でも、

私がなぜこういうことを言っているのかとい



うと、町民のためというところもございます

が、町の経費をやっぱり町外に持ち出さない

ということも考えますし、そしてその持ち出

さないことで、町内の経済が潤うというか、

そういう取組というところもしっかりしてい

ただきたいなと思いまして、こういう質問を

させていただきました。

次へまいらせていただきます。令和４年５

月１３日の総務産業教育民生常任委員会で示

された、第１０次若桜町総合計画（素案）の

中にも、このたび上程された最終案にも、「グ

リーンスローモビリティ」の運行が記載され

ております。

一般車両では通行が困難な細い町の道でも

通行が可能である、乗降場所を柔軟に選べ、

近距離の移動支援や観光を目的として使用す

ると記載がありました。どのような形態で運

行・展開していくのかお伺いします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

第１０次の総合計画の中に盛り込もうとし

ております、「グリーンスローモビリティ」に

ついて、どのような形態で運行・展開してい

くのかというご質問でございます。

このグリーンスローモビリティの特徴は、

一般車両では通行が困難な狭い道路でも通行

が可能で、乗降場所を柔軟に設定することが

でき、少人数かつ近距離の輸送に適しておる

ということで、町営バスデマンド便などでは

運行が困難な領域をカバーできるというメリ

ットがございます。

また、動力に電気を使用するため、地球環

境にやさしく、脱炭素社会の実現にも寄与す

るものと考えております。

若桜宿のような住居や商業施設、医療・福

祉施設、公共施設などがコンパクトに集中す

るこうした街並みにフィットする乗り物では

ないかなと考えています。

このたび、総合計画へのご提案をいただく、

町民代表で構成する「まちづくり委員会」の

方から、宿内の観光利用にも活用できるんで

はないかというふうなご提案をいただきまし

て、例えば、蔵通りや裏通り等での狭い道路

での運行に適していることや、重要伝統的建

造物群保存地区の街並みの鑑賞などの観光利

用のほか、高齢者が買い物をしたり、通院し

たりという場合の移動手段としても、活用で

きるのではないかと考えまして、総合計画に

盛り込んだところでございます。

どのような形態で運行・展開していくかに

ついては、今後、先進地の現状や課題なども

踏まえて、住民の皆様にも参加いただきなが

ら検討を重ねて、早い時期に、まずは実証実

験という形でやっていきたいと考えていると

ころでございます。以上です。

議長（山根政彦）

梶原明議員。

議員（梶原明）

「グリーンスローモビリティ」は、今後、

実証試験などで検討なされるという内容でご

ざいました。国土交通省が、令和元年度から

毎年、地域特性に応じたグリーンスローモビ

リティの活用検討調査業務というものを行っ

ております。

令和４年度も募集があれば応募されるのか、

また、選定されれば実証されるエリアを、実

証試験をされるというか、そういうエリアを

検討されているのかお伺いします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

実証実験に向けた内容についてのお尋ねで

ございましたけれども、国交省の補助制度と



いうお話がございましたけれども、国交省の

みならず環境省とか、今、国の方ではいろん

なその補助金のメニューがグリーンスローモ

ビリティについて、あるいはその実証実験に

ついての補助メニューがございますので、そ

ういったものをぜひ活用して取り組みたいと

考えておりますけれども、実証実験のそのエ

リアですとか、そういった内容につきまして

は、まだこれから検討を始める段階でござい

ますので、まだ考えを持っているわけではご

ざいません。以上です。

議長（山根政彦）

梶原明議員。

議員（梶原明）

実証エリアとかというところを含めまして、

まだ考えておられないという答弁をいただき

ました。グリーンスローモビリティというも

のを導入するということになれば、また、先

ほど言われていたような委託事業が、また増

えるのかなとか、ついつい考えてしまうとこ

ろでございますけども、何事も進めていくと

いったところを考えますと、地域住民を巻き

込んでいくっていうことはなかなか難しいよ

うなところもあるのかなというところもあり

ますけれども。

何事も役場職員が先頭に立って動いたり、

事業展開する上で、住民の理解というか、役

場の職員が先頭に立っていろんなことでもい

いんで動いていけば、事業展開する上で住民

の理解も得られやすいのかなとは思いまして、

次の大きな質問にまいらせていただきます。

２番の若桜駅構内の車両についての（１）

番です。

議長（山根政彦）

梶原議員、暫時休憩いたします。１時から

再開いたします。

   午前１１時５４分   休 憩

   午後 １時００分   再 開

議長（山根政彦）

休憩前に引き続き、会議を再開します。一

般質問を許します。梶原明議員。

議員（梶原明）

午前中に引き続きまして、２番の若桜駅構

内の車両のほうへ移らせていただきます。

（１）ですが、若桜駅に留置中の１２系客車

３両は、令和３年３月に屋根部分の補修が完

了しました。しかし、車体部などはさびや塗

装が剥がれ、まるでくず鉄のようにも見受け

られます。

観光客や利用客もその状態の車両を目にし

て、保存状態を疑問視される方もおられると

思います。今後のＳＬ・ブルートレインの車

両活用や修理・保存等の検討はされているの

かお伺いします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

１２系客車３両とＳＬの今後の車両活用や

維持補修・保存等の検討はしているかどうか

というご質問でございます。

１２系客車いわゆるブルートレインは、昭

和４３年に製造されたものであり、平成２３

年にＪＲ四国から本町が譲り受けたものでご

ざいます。譲受けから１０年以上が経過して

おりまして、塗装の剥がれや雨漏り等による

車両の劣化が進んでおり、昨年度は屋根の補

修工事を行ったところでございます。

また、ＳＬは平成１９年に兵庫県の多可町

から譲り受け、鉄道イベント時に活用してい

るところでございますが、あいにくコロナ禍

のため、ＳＬ体験運転は現在休止をしている



状況でございます。

また、ＳＬを維持・管理するに当たり、導

入当時に取り付けたＳＬの動力となりますエ

アコンプレッサーが寿命を迎えておりまして、

取替えを早急に行って、今後のイベント等に

活用できるよう準備を進めてまいりたいと考

えております。

梶原議員ご質問の、今後の車両活用や修理

や保存方法については、今後、当時誘致にご

尽力をいただいた関係者の皆様のご意見も踏

まえながら、検討していきたいと考えており

ます。以上です。

議長（山根政彦）

梶原明議員。

議員（梶原明）

ブルートレインとかを誘致された、ご尽力

された方々のご意見を聞いて、検討されると

いう答弁をいただきました。

実際、このブルートレインを購入というん

ですか、する場合に、そのご尽力をなされた

方々がおられるというのは実際あるわけで、

その方々の思いというんですかね、そういっ

たところもやっぱり考慮していただきながら、

修理なり保存なりを進めていただきたいと思

いますし、やっぱり全国の鉄道マニアという

方々の目というのが、やっぱり私的には怖い

ものだなと、１つ悪いうわさが出てきますと

ＳＮＳなりで広がっていく、やはりこの物事

というか、この車両自体１つ取ってもこの扱

いというところでね、評価が変わって来るの

かなと思わさせていただきますので、早急に

解決の方向で進めていただきたいと思います。

次の２番へまいります。若桜鉄道では平成

２７年４月１１日にＳＬとＤＬで走行社会実

験をされましたが、若桜町として将来的にＳ

Ｌを運行することは検討をされているのかお

伺いします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

将来的にＳＬを運行することは検討してい

るかというご質問でございます。

平成１９年に兵庫県の多可町から譲り受け

た際、若桜駅を全国のＳＬファンのメッカに

したい、ＳＬの構内倉庫や転車台を活用した

体験のできる仕掛けなどにより、若桜鉄道の

生き残りのために役立てたいとの思いから、

様々な取組が行われてきたところでございま

す。

また、梶原議員もおっしゃったとおり、平

成２７年にＳＬの走行社会実験を行いまして、

一定の経済波及効果が確認できたところでも

ございます。

梶原議員お尋ねのＳＬの本線運行につきま

しては、初期投資や維持管理に莫大な費用が

かかること、他県での運行実績を見ると、必

ずしも投資に見合った収益が得られていない

こと、さらに、現在運行しております４両の

車両の更新、これも今後控えておるというこ

と等を考慮しますと、本町の財政状況では非

常にハードルが高いというふうに感じておる

ところでございます。以上です。

議長（山根政彦）

梶原明議員。

議員（梶原明）

初期投資などに莫大な経費というものがか

かるということで、なかなかＳＬを運行する

ということは、難しいという返答をいただき

ました。

次の３にまいりますが、若桜駅留置中のＤ

Ｄ１６型ディーゼル機関車は、国立研究所内

での実験試験を実施する際の、車両移動用入

替え機として使用されておりました。２０１

２年時点では、運行も可能できれいに整備さ



れた状態で、公益法人鉄道総合技術研究所か

ら譲渡されたと聞いております。

走行できるＤＤ１６型ディーゼル機関車は、

若桜鉄道の車両のほかに現在運行されている

のは、八戸臨海鉄道が所有したものだけとい

うほど希少な車両だと聞いております。

ＤＤ１６型ディーゼル機関車と１２系客車

を整備し、本線で運行が実現すれば、観光列

車として活用が期待できると考えますが、町

長の所見をお伺いします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

ディーゼル機関車と１２系客車を整備し、

本線での運行が実現すれば、観光列車として

活躍すると考えるが、町長の所見を伺うとい

うご質問でございます。

ディーゼル機関車につきましては、先ほど

ご紹介がありましたように、昭和４６年頃に

製造された車両で、平成２４年に鉄道総合研

究所から若桜鉄道が譲り受けたものでありま

す。この車両については、所有は若桜鉄道と

いうことになっています。

ディーゼル機関車の本線運行は可能ではご

ざいますけれども、本線運行を可能するため

の車両整備などの初期投資費用のほかに、継

続して運行するための維持管理経費が必要に

なりますので、本町の財政事情を勘案すると、

大変厳しい状況でございますけれども、誘致

にご尽力いただいた関係者の皆様の意見も聞

きながら、八頭町や若桜鉄道とともに、活用

方法を検討することが必要であると考えてお

ります。以上でございます。

議長（山根政彦）

梶原明議員。

議員（梶原明）

厳しいというところも確かに分かった上で

お尋ねしとるところもございます。本来、４

番のほうへ行きたいところなんですが、ちょ

っとこの３番のところでもう１つ、令和２年

３月ですが、若桜鉄道の八東駅に行き違い施

設も運用され、利便性を考えた若桜・郡家間

を５往復というダイヤになりました。このダ

イヤも、週末の観光列車運行を考慮したもの

となっておると思います。

平成２７年の若桜鉄道の社会実験時の資産

効果は当時１,８０５万円と推計されており

ました。ＳＬの運行はなかなかできませんが、

ＤＬの運行ができれば、若桜町から半径、済

みません。間違えました。ＳＬやＤＬの運行

といったところを考慮しましたら、若桜町か

ら半径３００キロ圏内の鉄道ファンがターゲ

ットになるというようなことも聞いてはおり

ます。

まず、あるものを活用するということ、実

際動くＤＬという車両がございます。そうい

うものを活用したり、どうせ手入れをするん

であれば、１２系の車両というものの活用と

いうのを、今一度考えられてはと思いますが、

町長のお考えをお伺いします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

令和２年３月に行き違い列車、あの施設が

できたというようなこともあって、そういう、

走行できる環境はできているんじゃないかと

いうことでのお尋ねでございます。

このディーゼル機関車に１２系の客車をつ

ないで走るとか、あるいはＳＬを走らせると

いうことも、大変夢のあるお話だというふう

には思いますけども、いずれも莫大な経費が

かかってくる話でもございます。

あまりにもその夢を追い過ぎで、結果的に

赤字で廃線になってしまうというようなこと



があると、元も子もないことでございますし、

関係者の皆さんともしっかり協議をしながら

着地点を探っていきたいなというふうに思っ

ております。以上です。

議長（山根政彦）

梶原明議員。

議員（梶原明）

実際、赤で廃線になっていただいても困る

わけでございます。

４番のほうへ進めさせていただきます。若

桜鉄道の運行車両、今現在、昭和号、八頭号、

若桜号、隼ラッピング列車の４両がございま

す。鳥取市や八頭町などとともに、これらの

車両を活用した観光イベントなどの予定はあ

るのかお伺いします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

若桜鉄道の４車両を活用した観光イベント

等の予定はあるのかというお尋ねでございま

す。新型コロナウイルスの感染拡大が始まっ

た令和２年度から、八頭町・若桜町の限定企

画としまして、観光列車貸切りプランの基本

料金５万５千円、これを無料にする観光列車

利用促進キャンペーンを行っております。

昨年度は２７回の申込みがありまして、５

４４名の利用がございました。また、一部を

東部圏域の麒麟のまち圏域に拡大をしまして、

鳥取市、岩美町、智頭町に各１日ご利用いた

だいたところであり、本年度も継続して取組

んでいきたいと考えておるところです。

また、内容は協議中でございますけれども、

人気を博しております「鉄印帳」というのが

ございまして、これは第３セクター鉄道等協

議会に加盟する鉄道会社が連携をしまして、

利用者の方が鉄印帳を購入して、各鉄道会社

の窓口で乗車券の提示と記帳料を引換えに、

各社のオリジナルの鉄印が、スタンプがいた

だけるという８８か所めぐりのような、鉄道

ファンにとっては大変魅力的な企画でござい

ますけれども、こういった鉄印帳を活用した、

「観光列車貸切りモニターツアー」としてス

タンプラリーや若桜町、八頭町の回遊性を高

めるツアーを実施したいと考えております。

また、併せて新たなツアーメニューの確立

も図っていきたいと考えております。

さらに、ＪＲ西日本が京都鉄道博物館にお

いて、来月７月１日から１８日にかけて、「隼

ラッピング列車」の車両展示を行う予定とな

っておりまして、私も八頭町の吉田町長とと

もに現地のほうに赴きまして、若桜鉄道のＰ

Ｒと併せて本町の観光のＰＲもやっていきた

いと考えているところでございます。以上で

す。

議長（山根政彦）

梶原明議員。

議員（梶原明）

いろいろな貸切りプランや東部圏域の各市

町村に利用していただくとか、「鉄印帳」の活

用など、それから、これからはツアーも検討

されているというような答弁もいただきまし

た。

これからの観光ということを考えていきま

すと、若桜町単独だけではなくて、鳥取市や

八頭町などとの連携というものが必要だと感

じております。今は観光列車の運行も若桜か

ら郡家間かもしれませんけども、やはりほか

の地域というもの、鳥取圏域という関連も含

めまして、今後若桜から鳥取間の観光列車運

行ができれば、さらに観光客の増加、いわゆ

る若桜町に来町してくださる方も見込めてく

るじゃないかなと考えております。

実際、多額の予算をかけて水戸岡先生のご

尽力いただいた車両や駅なんかも、改修も行



われてきているわけでございます。観光列車

としての役割や活用というものは、コロナ禍

の影響を考えても、八頭町にとっても若桜町

にとっても、観光に関する起爆剤にあんまり

なってなかったかなということも考えてはお

ります。

でも、今後数年後から車両の更新というの

も検討されている状況でございます。そうい

った中でも、やはり早急な対応というものが

必要になってくるなと感じております。これ

はそういったところを踏まえながらやってい

ただきたいというとこもございます。

また、ちょっと１つ、通告外になるかもし

れないですが、よろしいですか。新聞報道の

件なんですが、議長、いいですかね。

議長（山根政彦）

関連して。

議員（梶原明）

関連はしとると思います。通告外の質問に

なるんですが、６月１１日の日本海新聞での

記事で、「利用者増を目指す」とする記事を拝

見しました。町長、若桜鉄道新社長としての

現時点のお考えをお尋ねいたします。

議長（山根政彦）

いいですか。答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

若桜鉄道の代表取締役社長、先週の６月１

０日です、金曜日に株主総会と取締役会が開

かれまして選任をされたところでございます。

その若桜鉄道の現状と今後の将来というよ

うなお尋ねかと思いますけれども、その株主

総会の場で令和３年度の収支決算が承認をさ

れたわけですけれども、その中で令和３年度

はコロナ禍ということもありまして、観光客

がコロナ前の水準に戻っていないということ

がございますし、また、イベント等も軒並み

中止になったり、それに加えて、このたびの

燃油高、これで３５０万ぐらいだったでしょ

うか、前年よりも経費が増えているというよ

うな状況もございまして、結果的に３５０万

程度でしょうか、その燃油が増えた分ちょう

ど収まるぐらいの赤字が出たという状況でご

ざいます。

これは昨年度、その前の年ですね、令和２

年度も赤字だったんですけれども、令和２年

度よりも１００万円赤字が拡大をしたという

ことでございます。まだ累積では黒字ではご

ざいますけれども、それもちょっと心もとな

い状況になってきているというような状況で

ございます。

加えまして、沿線の人口が過疎化で減少し

たり、あるいは子どもが少なくなった。通学

が見込める子どもが少なくなったということ

で、本来収益の要であるべき通勤・通学のお

客様、旅客というものの増加というものが今

後見込めないという、そういう状況も背景と

してございますけれども、何とかその分を観

光の分野でお客さんを取り込んでいく必要が

あるんではないかなと、もちろん今、沿線に

住んでいる方々に乗っていただく、マイレー

ル意識を持っていただいて乗っていただくと

いうことがまず大事なことなんですけれども、

それに加えて、観光客誘致ということは、非

常に大事になって来ると思っています。

コロナも最近少し落ち着きぎみでございま

して、外国人観光客の受入れも始まったりと

いうことで、今後、その観光需要というもの

も戻ってくると期待をしておりますので、何

とか、その観光客を旅客の増につなげていけ

るように、社員一丸となって黒字に転換でき

るように取り組んでいきたいと考えていると

ころでございます。以上です。

議長（山根政彦）

梶原明議員。



議員（梶原明）

すいません。通告外でありましてもしっか

りとした前向きの答弁をいただきありがとう

ございました。この若桜町にこれだけの鉄道

車両が集まったというのは、町民をはじめい

ろいろな方々のご尽力、努力があったからこ

そだと感じております。その思いに報いるた

めにも、現有車両の活用は必須になってくる

んじゃないかなと考えております。

「乗って残そう若桜鉄道」だけでなく、観

光効果で、観光で残したい若桜鉄道、お越し

ください若桜町みたいな感じで、そういう心

持ちを持っていただきながら、交流人口の増

加の考えも含めて、今後の事業に取り組んで

いただきたいと思います。

最後なんですが、今の若桜町には過疎債、

辺地債という町にとって有利な地方債が使用

できています。昨年度、過疎法第２条により

公示された市町村が、全国の半数を超えたと

いうニュースが流れました。対象地域が増え

たことにより、今まで過疎債を利用した事業

に対して、割り当てられる金額も下がってい

くことが予想されます。

また、今後の世界情勢や国の予算状況に国

内の物価高騰などを考えますと、いつまで今

までのような過疎債や辺地債が使えるのだろ

うか、地方交付金もどこまで維持されるんだ

ろうかと不安になります。

１年２年後ではなく、１０年後２０年後を

見据えて、今のうちに過疎債などの地方債に

毎年依存している事業等の見直しも急いでし

ていかなければならない課題であると考えて

おります。町民に対して、持続可能なサービ

スを提供するためにも、しっかりとした検討

をお願いいたしまして私の質問を終わります。

議長（山根政彦）

続いて一般質問を許します。２番、森田二

郎議員。

議員（森田二郎）

議席番号２番、森田です。今回は前段の前

住議員と重なる部分はあるんですけども、観

光施策について２点、上川町長さんの意見、

所見を伺います。

ニュースや先ほどの意見の中でもありまし

たけども、新型コロナウイルス拡大感染もや

や下火になりつつありまして、政府や多くの

自治体で本格的に観光事業を活性化させよう

という動きが見えています。ですから、若桜

町にも感染拡大前のような観光客が帰ってく

るんではないかと期待をしています。

そこで、こうした観光客の流れを一過性の

ものにしないで将来も持続する観光事業を考

える必要があると考えています。

では、１番目の質問に移ります。若桜町に

はご存じのとおり、自然・文化等に多彩な観

光資源がありますが、残念ながら、観光施策

に本当に効果的に取り組まれているかという

のは、少しどうもそうではないなと感じてい

ます。例えば、持続可能な観光資源として多

くのリピーターを生み出せるのは、もっとも

それが期待できるのは自然です。

若桜町には氷ノ山があり、スキー場があり

ます。そのスキー場を活用して、トレッキン

グや登山に加えグリーンシーズンのキャンプ

を実施してはどうでしょうか。それに用具の

貸出しや星空観察を加えれば、宿泊や飲食を

伴う機会も増え、町内からのデリバリーや食

材購入が生まれ、町内に利益をもたらすこと

になると思います。こうしたスキー場のグリ

ーンシーズン活用による周知について、町長

の所見を伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

森田議員の一般質問にお答えを申し上げま

す。グリーンシーズンにおけるスキー場を活



用したキャンプの実施等についてのご質問で

ございます。

まず、若桜町には自然・文化等に多彩な観

光資源がありながら、観光施策に効果的に取

り組まれていないのではないかというご指摘

がございました。私もうまく活用できていな

い観光資源がたくさんあるのではないかなと

いうことは思っているところでございます。

町外の方に聞きますと、若桜町には観光素

材が何でもあっていいなとうらやましがられ

るようなお話がございます。氷ノ山や氷ノ山

のスキー場、それから若桜鉄道、重伝建（重

要伝統的建造物群保存地区）に選定された若

桜宿の街並みですとか、不動院岩屋堂、山や

清流や滝に代表される豊かな大自然など枚挙

にいとまがないところでございます。

また、個性豊かな店舗であったり、多彩な

特産品、これも、もちろん観光資源だと思い

ます。こうした素材のよさに気づいて若桜町

を訪れる方は増えてきております。

例えば、若桜の街並みを散策される方は休

日を中心に増えておりますし、今、山城ブー

ムということもありまして、鬼ケ城には県外

ナンバーの車やマイクロバスがよく上がって

おるようでございます。こうした動きを観光

施策として活かし切れているかというと、ま

だまだこれからというのが私の認識でござい

ます。

観光資源をしっかりＰＲして、より多くの

人に来ていただいてお金を落としていただい

て、地域経済への波及効果を高めていくとい

うことが大切だと思っています。主役であり

プレイヤーとなるのは、もちろん民間の観光

関係事業者でございますけれども、全体をコ

ーディネートして道筋をつけていくというの

が観光行政の役割ではないかと思っておりま

すので、町としてもしっかり取り組んでいき

たいと思っています。

さて、お尋ねにありましたスキー場を活用

したキャンプを実施してはというご提案でご

ざいますけれども、現在、グリーンシーズン

におけるゲレンデの活用といたしましては、

「グラススキー」や「エレクトリックバイク」

も取組を開始したところでありまして、３月

の定例会において、川上議員からのご質問に

答弁させていただいたように、「今後、この

取組の効果検証を行い、よりよいものに整備

していく必要がある」と考えております。

キャンプにつきましては、もとより整備さ

れたキャンプ場もあるわけですけども、そう

いう整備されたキャンプ場ではなくて、あり

のままの自然の中で楽しみたいというニーズ

があることは理解できますし、それによる飲

食や宿泊に伴って、町内にお金が落ちるとい

うことは歓迎すべきことだと思いますけれど

も、町としては、同じ氷ノ山のエリアにキャ

ンプ場を整備しておるわけで、今議会にリニ

ューアルに向けた調査費も提案をしておりま

すので、キャンプとしての活用については、

ゲレンデではなくてキャンプ場のほうを使っ

ていただきたいなと考えております。以上で

す。

議長（山根政彦）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

キャンプ場として、キャンプの活用はキャ

ンプ場中心というお話でしたし、それは納得

ができる、それも大事だと思っていますが、

鳥取県は星取県としてＰＲを努めていて、な

ぜ、今スキー場で例えば星空観察をするか、

そういうことを申し上げると、条件としてや

っぱり星空観察の条件は、最低条件は人工の

光が入りにくいということ、ある程度の空の

広さが確保できること、こういった条件が、

いわゆる例えばイヌワシリフトの高天ヶ原で

あるとか、それかスノーピア第１リフトの終

着点であるとか、あの辺りですとちょうど向

きとしては北向き辺りを向いていて、北極星



を中心として回る星も観察できるんではない

かなという思いがあります。

先ほどの前段の前住議員の質問の中に、星

空の指導者が必要だというお話もありました。

レベル的には星空観察、かなりのレベルがた

くさんありまして、天体観測をしようと思え

ばかなりのエキスパートが必要になってくる

と思うんですが、例えば小学生レベルでいけ

ば、Ａ４判の２００円位で買える星座早見盤

があって懐中電灯があれば親子で観察ができ

る。要は、本当にきれいな星空が見える場所

が氷ノ山にあるということが、とっても大事

なことです。

キャンプ場もいいんですが、キャンプ場だ

と人工の光が入りやすいのではないか。そう

いうことで、先ほどのスキー場はどうだろう

かという話をさせていただきました。

なかなかそこまで上がる交通の便等も考え

ると、これから整備される必要もあることも

ありますが、もう１つ気になっているのは、

ただ星を見るだけでなく月も見たいなと言え

ば、月の観察も確か氷太には天体望遠鏡が眠

っているのではないかなと思いながら、あれ

は使えないのかなというようなことを考えま

すし、若桜町って先ほど話にありました星空

フォトコンテストが行われましたよね。あれ

はただの一過性のイベントではなくて、四季

を通じて四季の星空を自分だけの写真集を作

るというような方向で考えていけば、リピー

ターも春夏秋、もしかすると冬も来られる、

雪が少なくたって星空は見えるわけですから、

そういう客層をゲットすることができるので

はないかという思いもあって、今、スキー場

ということを話をさせていただきました。

多方面に渡っての施策大変だと思いますの

で、もしキャンプ場の整備のときにいろんな

要素が重なってスキー場を活用できるってい

うことがあれば、もう１回再考願えばありが

たいなと思います。

繰り返しますけども、キャンプもいろいろ

な形があります。先ほど、ソロキャンプもあ

りますし、それから意外にそれも野外ブーム

でキャンプに初めてくる、でも道具がない、

手ぶらで来る親子についてどうしていくのか。

キャンプだけでなく、アクティビティとい

うのが今、観光地には必要となってきます。

星を見るだけでなくて多少食べるのもそうだ

し、トレッキングもいる。いろんなものを合

わせてこのパックで、親子で参加できやすい

ようなものも企画してもいいんじゃないかと

思いますし、それから今、グランピングがは

やっていまして、近くでいくと大江の郷の大

江小学校のグラウンドでグランピングの施設

が設置してあって、あれはかなり仮設で取り

外しができるものだと思っています。

ノウハウは近くにあるように思います。そ

ういうことを含めて、これからキャンプ場整

備もありますけども、アイデアを受けていた

だきながら、ぜひ、今あるこのすばらしい資

源を最大限に活かしていただけるようにお願

いして、この質問を終わります。

では、次の質問に移らせていただきます。

観光の面で見ると、氷ノ山が非常に着目され

ていて、今のキャンプ場の開発も考えられて

いるんですけども、どちらかというと川の存

在感が薄いなと感じています。

確かに清流祭りであるとか、釣り大会など

のイベントはありますけども、何か一過性だ

なという感じもしています。アユ漁やそれか

ら渓流釣りの釣り客はただ魚を釣って帰るだ

けで、あまり若桜に大きな利益をもたらさな

いなというのを、ちょっと見て感想を持って

います。

そうすると、清流を活用した川遊びや釣り、

その他のウォータースポーツ等々、世代や嗜

好に沿ってターゲットを絞った集客が、今後

期待ができると思っています。

例えば、赤松・諸鹿、または三倉、そして

屋堂羅、糸白見の川に沿いながらウォーキン

グやトレッキングをして釣りを楽しむという



一つのアクティビティを加えたツアーをすれ

ば、若い世代の家族にも受けてアピールがで

きるはずです。

しかしながら、こうした自然体験をサポー

トする人材が実に不足していると思います。

それに、実際若桜クラブの中で指導なんかを

していますが、スポーツの指導者も不足はし

ていますし、やっぱり自然体験に、自然の中

へ子どもたちを連れて行ったりとか、大人を

案内するような、やはりガイドさんを含めた

人材が不足しているとは感じるとこです。

これから若桜の清流を活用した観光施策に

必要なのは、やはり自然体験をサポートでき

るガイド等の人材育成と考えます。この点に

つきまして、町長の所見を伺います

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

これからの若桜の清流を活かした観光施策

に必要なのは、自然体験をサポートできるガ

イドの人材育成だと考えるが、町長の所見を

というご質問でございます。

先ほど申しましたけども、外国人観光客の

受入れが先週から２年ぶりに再開をされまし

たし、来月から２か月間、全日空の国内線羽

田発着便について、減便を行わず通常運行に、

コロナ前の通常運行に戻すというような報道

もございました。アフターコロナで観光需要

が戻ってくれば、本町の豊かな自然を活かし

た体験メニューというものが、大きな観光資

源となってくるのではないかと期待をしてお

ります。

議員がご提案なさいました清流を活用した

自然体験ですけれども、これは若桜町の魅力

を存分に感じていただける観光資源であろう

というふうに思っております。

現在でも、県内外から多くの渓流釣りファ

ンやアユ釣りのファンが訪れておりまして、

また、庄ノ瀬の河原ではバーベキューやキャ

ンプを楽しむ方の姿も見かけます。多くの方

が若桜町の清流に魅力を感じていただいてい

る証であると思っており、このような自然体

験を商品化して発信できれば、多くの集客が

見込めるのではないかと考えております。

同時に、このような自然体験の受入れには

ガイド等の人材が不可欠でありまして、しっ

かりとした経験と知識を基に、万全な安全対

策、安全確保を行いながら実施されなければ

ならいと認識をしております。

若桜町においても、氷ノ山自然ふれあい館

「響の森」や氷ノ山ガイドクラブ「Ｌａｄｙ

Ｂｉｒｄ」等が登山やトレッキング、シャワ

ークライミングといった各種自然体験イベン

トを実施されているところです。

しかし、アウトドア需要の高まりもありま

して、ガイドの絶対数が不足をしている現状

があるというふうに聞いておりますし、ガイ

ド人材の育成を支援していく必要があると認

識しているところです。

今後、観光協会とも連携しながら、県の「日

本山岳ガイド協会公認ガイド資格取得支援事

業補助金」といったガイドの資格取得の補助

金もございますし、若桜町のほうには町の「人

材育成事業補助金」、人材育成の補助金もあり

ますので、こういった補助金の活用も促しな

がら必要な支援を実施していきたいと考えて

おります。

このような自然体験を受け入れる団体や個

人の裾野を広げていくということが、自然体

験の宝庫であるとの本町のイメージアップ、

イメージつけや認知度のアップ、集客アップ

につながっていくと思いますし、こうしてガ

イド等の受入れ体制を整備しながら、自然体

験メニューの商品開発を行っていくことでし

っかりと地元にお金を落していただけるよう

な、そういう観光にもつながっていくんでは

ないかと考えているところでございます。以

上です。



議長（山根政彦）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

ありがとうございます。期待できるコメン

トだったなと思うんですけども、人材育成を

するときに、やはりこの資格を取って頑張っ

てくださいよって、その人をただ活用に終わ

ってしまうのはとっても残念な話で、となる

と、そこで本当に自分が生活できるのか、そ

のガイドで生活をしていけるのかとかってい

う保障があれば、本当はいいんだなと思って

います。

例えば、先ほどツアー組んだり、いろんな

企画をするときに、それが例えば事業として

成り立っていき、その中でガイドさんへの手

当がたくさん出て回っていく、または、例え

ばそこが就業できる例えば機関であったりす

ると、本当に優秀な人材も若桜に入ってきて

くれるんじゃないかなと思っています。

そのためにはやはり町長さん言われました

ように、企画をしっかりと根付かしていくこ

れが大事だと思っています。例えば週末、若

桜の自然の中で過ごそうというようなウイー

クエンドファミリーハイキングというような

形で、先ほどの釣りを取り込んでいくとかっ

ていうことをすれば、関係人口や交流人口も

増えていくだろうと思います。

もちろん魚釣りというのは魚が必要なので、

じゃあ、若桜に魚おるのかっていうことにな

ってくるので、この辺の課題もあります。昔

は落折の辺りに養魚施設を持っておられる方

もおられて、我々もお世話になったことはあ

るんですけども、今はないって思っています

し、そうなるとやはり先ほど広域でっていう

話がありましたが、八頭町のそういう養魚事

業の方にお願いしたりとかっていうことは、

当面頼らなきゃいけない部分も出てくると思

いますけども、いろんな川のいわゆる環境も

考えながら生態系を崩すことになってはいけ

ませんので、そこは考えながら、若桜の川を

大事にしながら育てていくという研究も必要

だと思いますし、それで、先ほど言われまし

たトレッキングコースを開発したり、設定、

整備して自然体験をフォローしていく企画を

サポートしていくっていうような、要するに

育成事業の中で誰かが働いていける、ガイド

として成り立っていける、そういうことがあ

れば、これもう多分東部にはそういうものあ

りませんから、人も集まってきてくれるんじ

ゃないかなと、少し理想に近いかもしれませ

んけど、そんなんがいります。

やはりどうしても人材が不足するのは、そ

こで平たい言い方をすると食べていけない部

分があるわけです。これについては人口減の

原因にもなってはいますけども、やはりこの

非常にエネルギーのある方に来ていただくた

めには、やはりそういう収入の安定化みたい

なことも考えながら、イベントを組んだり、

事業を組んだりする必要があるのではないか

と、そうすれば人材育成のほうにもつながっ

ていくのではないかと考えます。これはまた

これから後々町長さん、また町の活性化も含

めながらお考えいただけるとありがたいなと

思っています。

それでは、すいません。次の３番目の質問

に移らせてください。ここまで２つの質問に

お答えいただきました。どれもグリーンシー

ズンや年間を通じてのものを提示させていた

だいたんですけども、これまで町でも担当課

ごとに本当に事業やイベントが行われていま

す。

それで、先ほど言いましたように、なかな

か一過性のものに終わってしまいがちなんじ

ゃないかなと心配しているので、これを観光

施策として、やっぱり年間通じたものに育て

上げていくことが必要だと考えています。そ

こで、やっぱり若桜町の観光資源を活かして

観光地として生き残るために、観光施策の将



来像をどのように描いておるか、ただ、魚釣

りだ、山登りだって一部的なものじゃなくて、

全体像としてどういったところを目指してい

くのか、そういうところを、観光施策の将来

像をどのように描いておられるのか町長の所

見を伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

若桜町の観光施策の将来像をどのように描

いているかというご質問でございます。

まず、冒頭のイベントにつきまして、一過

性もので年間を通しての観光施策としては不

十分というご指摘がございました。イベント

にも目的や役割がそれぞれございまして、全

てが観光目的で行うものではございませんけ

れども、観光目的で行うイベントでありまし

ても、例えば集客して特産品等を物販する、

それを目的として行うようなイベントであり

ましたら、そのイベントの開催そのものが、

意味があるということになってくると思いま

す。

また、観光資源をアピールするためのイベ

ントであれば、議員がご指摘のように一過性

で終わらせず、集客につながるように戦略を

持って効果的に実施をしていくということが

大切であると思います。

いずれにいたしましても、それぞれのイベ

ントの目的と役割というものをしっかりと押

さえながら、それに合った効果的な開催の在

り方というものを検討していくことが大切で

あると思っております。

さて、ご質問の観光地として生き残るため

の観光施策の将来像ということでございます。

私は、観光というのは、地域にある自然や歴

史や文化、人々の生活の営みや生産の営み、

特産品や生産物、観光に関わる事業者や人材、

こうした地域資源を活かして、それぞれの素

材、それぞれの魅力を向上させるのと併せま

して、地域内で相互にそれを結び付けて、地

域の総合力を高めていくこと、観光というの

は地域の総合力であるというふうに思います

が、これを、総合力を高めて、裾野の広い地

域産業として経済を潤していくということが

大切ではないかというふうに考えております。

例えば、先ほどガイドの育成の話がござい

ましたけれども、資格を持ったガイドを育成

して受入れ体制を整えて、自然探索ツアーの

商品開発をしてきちんとお金をいただく。先

ほど商売として成り立つようなガイドってい

うお話ありましたけれども、そういうそこを

目指してやっていく必要があるんじゃないか

なと思っております。

それで、そういうツアーの中で、食事は地

元で調達をして、地元の農家や商店に還元を

していくということですね。

それと、前住議員の質問の中でＧｏＧｏバ

ーベキューのお話もいたしましたけれども、

実施される業者だけが儲かるということでは

なくて、地元の農畜産物や若桜鉄道を利用す

るというように発想を広げていただいて地域

全体が潤っていくようなことを、申合せをし

ていただいたということをご紹介いたしまし

た。

このように、多くの方々に若桜町に来てい

ただいて、町内にお金をたくさん落していた

だくっていうことは、もちろん大切ではあり

ますけれども、それと併せて、落ちたお金が

地域で循環をしていく仕組み、これをきちん

とつくっていくことが大切でありまして、そ

うすることで地域経済を潤して、町民の所得

の向上や雇用の拡大につなげ、ひいては人口

減少に歯止めがかかるということ、これを観

光という１つの産業に期待をしておるという

ことでございます。以上です。

議長（山根政彦）

森田二郎議員。



議員（森田二郎）

おおむね目指しておられるとこはよく分か

りました。この間の日本海新聞の中に、じゃ

あ、こうした取組をして生き残っている地域

ってどんな地域なのかっていう部分がありま

した。書いてあったのが長期的滞在者を呼び

込んだり、自然・歴史・文化を知ってもらお

うと取り組んだりしている地域が生き残って

いるんだっていうふうに書いてありました。

長期的滞在、なかなか若桜にないし、そこ

ら辺は若桜の今、課題だろうなと思っていま

すし、そういう魅力をつくっていかれて、そ

うすると循環していくものも増えてくるのか

なと感じながら聞かせていただきました。

いろんな目指すところあると思いますけど

も、やはり若桜のよさを、じゃあ、我々はほ

んとにたくさん知っているのかなっていうこ

とを、私もこの質問を考えながら思いました。

町長さん、着任以来忙しくしとられており

ますけども、僕は３月議会のときに未来ビジ

ョンについてお伺いしたときに、未来ビジョ

ンはつくる予定はないんだとお話はされたん

ですけども、未来ビジョンという言葉自体、

将来像と私は捉えています。

ですから、観光の将来像を描くには、その

自然のよさややっぱりすばらしさを、やっぱ

りそこで過ごすことの心地よさをやっぱり実

感しているっていうことがとっても必要で、

例えば、川がきれいなのが大好きだっていう

子が川のよさを知っているはずなんですね。

川にもぽーんと飛び込んで、潜って上がって

くるときの水面の美しさを感じている、知っ

ている子ども、そういう子どもたちが自然を

大事にして、自然の楽しさを知っているって

感じます。

そういう人たちが、じゃあ、町民全部そう

かというとそうではありませんけども、やは

り町長さんが、やはり何かをアピールされよ

うとするときに、町長さん全てを把握してお

られないんであれば、やはり経験者や実践者

にお考えやそのよさを求めて、それを保って

いったりアピールしていくシステムをつくる

ために、何か会を開いていただくとか、組織

していくシステムをつくっていくっていうこ

とが必要かなと思っています。若桜が生き残

るための施策をそこでまた構築をしていただ

ければありがたいなと思います。

それでは次の質問に移らせていただきます。

大きく２番目の連携リーダーシップについて

というお話のところの質問なんですけども、

本町には若桜町観光開発事業団、観光協会、

ふるさと創生課、にぎわい創出課など観光施

策に関わる組織や部署があります。

それぞれの組織や部署で、施策の方向が違

えば連携が非常に難しくなります。町と関係

団体とか、部局間でこれがしっかり連携でき

ているのか、今の若桜町はどうなのか、町長

の所見をお伺いします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

町と関係団体、町の部局間でしっかり連携

ができているのかというご質問でございます。

関係団体との連携につきましては、今、観

光協会が民間のほうの中心、要ということに

なっておりまして、そこに若桜鉄道、商工会、

観光開発事業団等々も会員としてやっておる

ということでございまして、それぞれの関係

者と町も加えまして、観光連絡会というもの

を不定期ではありますけれども、開催をして

おります。

これによりまして、それぞれの団体が実施

している事業に関し、その内容や予約の状況、

今後の予定等の情報を共有しており、併せて

課題の協議等も行っております。このほか、

必要に応じてそれぞれの団体と個別の協議も

行ったりしております。



また、町の部局間におきましては、幹部会

議や個別の協議等を通じて、情報共有を図る

こととしているところでございます。

ただ、今申し上げたことで本当にしっかり

連携ができているのかということを言われま

すと、正直申し上げますと不十分な面もある

のではないかというふうに考えておるところ

でございます。

ウィズコロナ、アフターコロナということ

で、国内旅行者、外国人旅行者ですね、共に

今後観光需要が少しずつ戻ってくる、そうい

ったタイミングでもありますし、今議会に町

の課設置条例を提案をいたしておりますけれ

ども、役場としても観光を１つの産業として

捉えた組織改正をしているところでもありま

す。

先ほど申し上げました観光施策の将来像、

これを観光協会や関係団体、観光関係事業者

と共有をして、足並みをそろえて戦略的に観

光施策を進めていくためのそういう場づくり、

こういったものを検討してみたいな思ってい

るところでございます。

議長（山根政彦）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

全く町長のおっしゃるとおりだと私も思っ

ています。やはり何年か前に、町づくりの研

修を受けたときに、どの講師も言われたのが

連携とは何かということを言われました。連

携とは、目的や着地点を共通理解した上で、

同じ時期に、同じ質で、同じ量の情報を共有

し合うこと、これが連携の大前提なんだって

言われました。

なかなか今のコロナ禍であったりとか、忙

しい中でこれを実践するのはとても難しいで

すけども、でも、やはりお互いに１つの方向

を向いて同じように、あの課でやってるのは

こうだから、今、うちの課でもここで同じよ

うにやっているんだということが意識でき合

うことこそがとても大切なことだろうと思っ

ています。

町長の今の考え、とても賛同しますので、

ぜひ町内もしくは町内の関係団体との連携を

これからも強めていっていただきたいと思っ

ています。よろしくお願いします。

さて、それでは次の質問、最後の質問に移

らせていきます。町長のお話の中にありまし

たけども、観光施設が目指す将来像の方向性、

これは町がしっかりと示してから推進すべき

と考えています。

町は施策の推進に当たって、ほんとにリー

ダーシップを取れているのか。リーダーシッ

プの考え方いろいろありますが、この辺の町

長さんの所見を伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

観光の将来像や方向性は町がしっかりすべ

き、示すべきであって、町のリーダーシップ

は取れているのかというご質問でございます。

これにつきましては、最初のご質問でもお

答え申し上げましたけれども、観光において

主役はあくまでも民間の観光関係事業者、民

間が主役ということでございまして、全体を

コーディネートして方向づけといいますか、

それを行っていくのが行政の役割ではないか

と考えているところです。

これをリーダーシップという言葉がふさわ

しいのかどうかはちょっと分かりませんけれ

ども、観光行政としてはそういう役割、コー

ディネートの役割であると。

それで、今定例会に第１０次の若桜町総合

計画をご提案をしておりますけれども、その

中で、観光施策の方向性も盛り込んでいると

ころでございます。先ほど戦略を共有する場、

場づくりというようなお話もしましたけれど



も、そういう場でこの総合計画の内容を皆さ

ん周知をしながら、将来像や方向性を関係者

の皆さんと共有をし、連携しながら戦略的に

観光施策を進めていきたいと考えているとこ

ろでございます。以上です。

議長（山根政彦）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

先ほど、目指すところはしっかり示してい

ただいて、方向性を示すことっていうことを

町長の口からも聞きました。ただ、各団体や

部署に任せるとか分担させているだけではや

はりリーダーとは言えない。やはりその軸と

なって、しっかりと方向を指し示していくこ

とこそがリーダーシップとして必要なことだ

と考えています。

町長さん、就任されてからまだ間もなくて、

これから町づくりの組織をつくったりとか、

観光施策についても、今言われたようないろ

んな方の助言を得られたりとか、システムを

つくられる必要があると考えています。

ぜひリーダーシップを発揮されて、方向し

っかり示していただいて、これから町を引っ

張っていたただきたいと思います。期待をし

ておりますのでお願いします。

以上で質問を終わらせていただきます。

議長（山根政彦）

これで一般質問を終結します。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日はこれにて散会します。

  午後 １時５５分   散 会


